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優秀研究表彰にあたって

昭和37年 2月24日、第 1回国保医学会学術集会が東京・新宿の安田生命ホールで開催された。このときの記

念すべき会誌によれば、全国の国保直診数は病院500、診療所2,500、勤務医師数5,000名であり、参加者数378

名、演題数36題であった。

国保直診の理念は、昭和13年の国保制度発足のときから“予防と治療の一体化”を図ることにあり、第 1回

学術集会においても地域医療に関する演題が多くみられる。

学会のメインテーマは、そのときどきの時代に応じたものであり、最近数年間は“地域包括ケアシステムの

構築”“保健・医療・福祉の連携”“高齢社会における国保直診の役割と機能を探ること”を課題としてプログ

ラムが組まれている。

演題分類も「保健活動」「福祉活動」「在宅ケア」「入院サービス」「臨床」「歯科」「臨床検査」「薬局」「運営

管理」と幅が広い。

初期の頃は医師中心であったこの学会も、やがて保健婦、看護婦をはじめとするあらゆる職種の方々が参加

するようになり、学会の名称も第12回（昭和47年岩手学会）から国保地域医療学会、第22回（昭和57年福岡学

会）から「全国国保地域医療学会」と改称され今日に至っている。

第36回（平成 8年愛媛学会）の研究発表は224題、示説12題となり、いずれも日頃の研究と実践の成果であ

り、その中には他の模範となるものが数多く見受けられるところから、平成 8年10月の理事会、総会に諮り、

優秀研究数点を会長表彰することとなったものである。

今回、第37回広島学会開会式の席上において、研究グループの代表として 6名の方が表彰されるが、受彰者

の皆さんには、再度、論文を提出していただき、ここに「第 1回全国国保地域医療学会優秀研究表彰研究論文

集」として、学会参加者全員に配付することとした。ここに、その研究努力を讃えるとともに、全国の国保直

診の仲間たちにこの研究成果を今後の保健医療福祉活動に役立てるようお願いしたい。

終りに、栄えある第 1回の表彰を受けられた皆さんに重ねて敬意を表するとともに、優秀研究表彰候補を推

薦していただいた座長の皆さんと審査委員会の皆さんに感謝の意を表します。

平成 9年10月

全国国民健康保険診療施設協議会

会　長　　山　口 昇



2

第13回優秀研究表彰にあたって

第49回全国国保地域医療学会が宮城県仙台市で開催されるにあたり、開会式で、昨年の第48回神奈川学会に

おいて発表された研究発表299題のなかから、座長より推薦された65題について、国診協の優秀研究選出委員

会で厳正に審査された結果、最優秀研究 1点、優秀研究 5点が表彰されることになりました。

最優秀研究の「高山市丹生川地域における在宅緩和ケア10年のまとめ」については、在宅で最期を過ごした

いと希望される患者に、満足してもらえるえる在宅ケアを提供できる体制づくりのもとに在宅緩和ケアを実践

した10年間の記録であり、緩和ケアをがん患者だけでなく、すべての治らない患者にまで広げ、チームアプロ

ーチ、多職種の連携を通じて充実したケア体制を作り上げました。また、グリーフ・ケアとしての死後訪問を

通じ、一診療所、一医師の活動ではなく地域連携の中での活動であることなどが高く評価されました。

優秀研究の

①「補助器具を用いたイノレットによる片麻痺患者へのインスリン導入」

については、障害のある糖尿病患者に創意工夫を凝らしインスリン自己注射の補助器具を作製し、インスリ

ン自己注射を可能にしたことで、患者のQOLの向上につながったことなどが評価されました。

②「特定健診・特定保健指導における歯科からのアプローチの必要性」

については、国保ヘルスアップ事業を通じて歯科介入がメタボリック症候群に改善効果があったとする今回

のデータは、今後、特定健診・特定保健指導に歯科の項目を加えることの重要性を強く示唆することなどが

評価されました。

③「咀嚼・嚥下困難患者への取り組み」

については、自分達自身で食べてみる事により嚥下食の問題点をチェックし、改良を加え患者さんの身にな

った食事づくりを考えていることなどが評価されました。

④「へき地でも専門性を持った総合医として～医師としてのモチベーションを維持しながら地域医療を行うに

は～」

については、勤務医師不足が深刻ななか、モチベーションを維持することによって常勤医が集まり、また病

院に定着し、へき地でも医師が充足することができることを示したことなどが評価されました。

⑤「在宅版地域連携クリティカルパスを作成して～香川シームレス研究会活動をとおして」
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については、多施設、多職種の協働で作成された「在宅版地域連携クリティカルパス」により、その作成過

程から実際の弾力的な運用を通じて、地域の連携体制が構築されていったことなどが評価されました。

今回選考された研究は、在宅緩和ケアに関する研究が 1点、看護に関する研究が 1点、咀嚼・嚥下に関する

研究が 1点、歯科に関する研究が 1点、地域医療に関する研究が 1点、地域連携クリティカルパスに関する研

究が 1点でありますが、いずれも関係職種職員による連携に加えて、地域住民参加による事業に取り組んでお

り、国保直診が目指している地域包括医療・ケアの実践を通じての素晴らしい研究であり、表彰を受けられる

皆様に敬意を表するとともに、今後もさらに研究を深め、全国に発信していただきますように期待をしており

ます。

平成19年度から平成21年度には医師不足、看護師不足が深刻化してきましたが、このようななかでも、関係

者が切磋琢磨し、数多くの研究、優秀な研究が寄せられたことに深く感謝申し上げる次第であります。

国保直診は、地域の保健、医療、福祉（介護）の担い手として、今後も輝き続けるため、宮城学会において

も多くの貴重な研究発表が行われることを確信しております。

平成21年10月

（社）全国国民健康保険診療施設協議会

会長　　冨　永　芳　德
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在宅で最期を過ごしたいと希望される患者に、

満足してもらえるえる体制づくりのもとに在宅緩

和ケアを実践された10年間の、まとめの報告であ

る。その10年間に、緩和ケアをがん患者だけでな

く、すべての治らない患者にまで広げ、チームア

プローチ、多職種の連携を通じて充実したケア体

制を作り上げた。また、在宅緩和ケアにとどまら

ず、グリーフ・ケアとしての死後訪問を実践され

ている。

在宅緩和ケアで亡くなられた患者宅の訪問を通

じて、在宅緩和ケアを受けていた患者や家族から

在宅緩和ケアの問題点等が分析され、その結果得

られた16項目は、今後の在宅緩和ケアのあり方が

示唆されている。これらの活動は、一診療所、一

医師の活動ではなく地域連携のなかでの活動であ

ることも素晴らしい。「在宅看取り」を、最期を

迎える場所の選択肢の一つとして確立させるため

の姿勢と方向性が教示されている。

審　査　評

最優秀

【研究発表分類：臨床／演題No.42】

高山市丹生川地域における在宅緩和ケア10年のまとめ
岐阜県・高山市国保丹生川診療所　所長／医師

土川権三郎

糖尿病患者にとって、血糖コントロールは非常

に重要なことであるが、独居高齢者、高齢世帯な

ど家族からの生活支障がのぞめない高齢者や障害

を有している患者が、インスリン自己注射を行う

ことは困難なことである。インスリンを打ちにく

い患者の方がどうすればインスリンが打てるか、

片麻痺患者のベットサイドに何度も足を運び、患

者とコミュニケーションをとるなかで、創意工夫

を凝らしインスリン自己注射の補助器具を作製し

た。インスリン自己注射を可能にしたことで、患

者のQOLの向上につながる素晴らしい発表であ

る。

優　秀

【研究発表分類：看護／演題No.10】

補助器具を用いたイノレットによる片麻痺患者へのインスリン導入
岐阜県・中津川市国保坂下病院　薬剤師

西尾　晃
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平成20年度から開始された特定健診・特定保健

指導には歯科の項目は含まれていないが、この研

究発表は特定健診・特定保健指導の試行的事業で

ある国保ヘルスアップ事業を通じて歯科介入の効

果について示している。その結果、咀嚼機能や歯

周病の状況とメタボリック症候群とは関連があり、

保健指導に咀嚼法や歯周病に対する指導をするこ

とによってメタボリック症候群に改善効果が見ら

れることが示されている。今後、特定健診・特定

保健指導に歯科の項目を加えることの重要性を強

く示唆する発表である。

優　秀

【研究発表分類：臨床／演題No.52】

特定健診・特定保健指導における歯科からのアプローチの必要性
～観音寺市国保ヘルスアップ事業における歯科指導の試み～

香川県・三豊総合病院　歯科医師

木村年秀

咀嚼・嚥下困難患者に様々な嚥下食が試みられ

ているが、そうした嚥下食は本当に食べる患者さ

んの身になって作られているのだろうか。自分達

自身で食べてみることにより嚥下食の問題点をチ

ェックし、改良を加え患者さんの身になった食事

づくりを考えた研究である。咀嚼・嚥下困難患者

はなかなか周囲に理解してもらうことができず、

食べる楽しみから遠のいている患者が多い現状だ

が、どのようなサポートをしたらよいか、患者の

身になって、とことん工夫を重ねている姿勢が素

晴らしい。このような姿勢はすべての医療者に見

習ってもらいたい。

優　秀

【研究発表分類：栄養管理／演題No.52】

咀嚼・嚥下患者への取り組み

岐阜県・国保飛騨市民病院　管理栄養士

松原美由紀
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平成20年度から開始された特定健診・特定保健

指導には歯科の項目は含まれていないが、この研

究発表は特定健診・特定保健指導の試行的事業で

ある国保ヘルスアップ事業を通じて歯科介入の効

果について示している。その結果、咀嚼機能や歯

周病の状況とメタボリック症候群とは関連があり、

保健指導に咀嚼法や歯周病に対する指導をするこ

とによってメタボリック症候群に改善効果が見ら

れることが示されている。今後、特定健診・特定

保健指導に歯科の項目を加えることの重要性を強

く示唆する発表である。

優　秀

【研究発表分類：臨床／演題No.52】

特定健診・特定保健指導における歯科からのアプローチの必要性
～観音寺市国保ヘルスアップ事業における歯科指導の試み～

香川県・三豊総合病院　歯科医師

木村年秀

咀嚼・嚥下困難患者に様々な嚥下食が試みられ

ているが、そうした嚥下食は本当に食べる患者さ

んの身になって作られているのだろうか。自分達

自身で食べてみることにより嚥下食の問題点をチ

ェックし、改良を加え患者さんの身になった食事

づくりを考えた研究である。咀嚼・嚥下困難患者

はなかなか周囲に理解してもらうことができず、

食べる楽しみから遠のいている患者が多い現状だ

が、どのようなサポートをしたらよいか、患者の

身になって、とことん工夫を重ねている姿勢が素

晴らしい。このような姿勢はすべての医療者に見

習ってもらいたい。

優　秀

【研究発表分類：栄養管理／演題No.52】

咀嚼・嚥下患者への取り組み

岐阜県・国保飛騨市民病院　管理栄養士

松原美由紀
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勤務医師不足が深刻な昨今、勤務医がモチベー

ションを維持することによって常勤医が集まり、

また病院に定着し、へき地でも医師が充足するこ

とができることを示した発表である。専門性の獲

得向上のために専門施設への週 1回の研修、学会

研究会への参加、近隣 3次病院との連携強化によ

り、 1人の医師が複数の専門領域を経験しマスタ

ーすることによって総合医として地域医療を支え

ている。このことがモチベーションとなって長期

に地域医療に携わる志の高い医師を確保し、結果

的には医師の定着につながっている。病院の活性

化や、医師確保のための「受け皿」づくりのヒン

トが提示されている。

優　秀

【研究発表分類：教育／演題No.210】

へき地でも専門性を持った総合医として
～医師としてもモチベーションを維持しながら地域医療を行うには～

京都府・京丹後市立久美浜病院　医師

田儀英昭

医療と福祉・介護を切れ目なくシームレスに連

携するためには、病院、診療所、介護施設、在宅、

地域包括支援センター、行政等に患者の情報共有

化を図り、患者や家族が安心できる連携体制の確

立が求められる。そのための連携ツールとしての

在宅版地域連携クリティカルパスは、全疾患共通

のシートで、その管理は多職種・多機関との調整

役を果たし介護の中心的な存在である介護支援専

門員で管理されている。また在宅経過まとめ表・

在宅モニタリング用紙は使いやすさも検討されて

いる。

今後、医療と福祉・介護を多職種・多機関の間

でシームレスに連携するためには、在宅版地域連

携クリティカルパスの役割は大きく、また導入に

よって素晴らしい成果がもたらされるものと期待

したい。

優　秀

【研究発表分類：ワークショップ　地域連携／演題No.Ｗ11】

在宅版地域連携クリティカルパスを作成して
～香川シームレスケア研究会活動をとおして～

香川県・綾川町国保陶病院　院長／医師

大原昌樹
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研　究　論　文
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平成 9年 4月に筆者が丹生川診療所に勤務して、

平成19年 3月で10年が経った。

この間、患者にとってかかりやすい、わりやすい、

かかって安心な外来をめざしながら、在宅緩和ケア

に力を入れてきた。治らない病気とわかったときに、

その最期のときをどこで過ごしたいかは人それぞれ

である。病院で治療を受けたい、自分の家で療養し

たい、ホスピスに入りたいなどさまざま。自宅で過

ごしたいという希望があったら、満足してもらえる

在宅ケアを提供する体制をつくっておくことが必要

と考えて、在宅緩和ケアを始めた。

10年の間に、緩和ケアというものはがん患者だけ

のものではない、すべての患者に必要なものだと気

づいた。そして、ケアを充実していくためには、チ

ームアプローチ、多職種の連携が非常に大切である

最 優 秀

高山市丹生川地域における
在宅緩和ケア10年のまとめ

1

岐阜県・高山市国保丹生川診療所

土川権三郎

図１　合併前・後の丹生川町

合併前

旧高山市と

9 町村

平成１７年２月
合併後



ということを学んだ。

ここに、在宅緩和ケアを始めてから10年間の量的

なまとめと学んだことをまとめてみる。

高山市および丹生川町の位置。合併前と合併後を

（図1 ）に示す。丹生川町は東に乗鞍岳、南に御嶽山

を望み、西には白山、北に槍ヶ岳、笠ヶ岳がみえる

山間地域である。
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合併で誕生した新・高山市は東京都とほぼ同じ面

積を持つこととなったが、人口は10万人弱である。

一方、合併直後の平成17年 4月 1日時点での丹生

川町の総人口は4,772人で、生産人口2,885人（60.46

％）、老年人口1,186人（高齢化率24.85％）であった。

また全世帯数は1,256世帯、うち独居は64世帯、夫

婦2人とも65歳以上の高齢者世帯は83世帯であった。

産業別の人口構成は、農林業34.2％、建設・製造業

23.5％、サービス業42.3％となっていた。

なお、冬の季節には1m以上の雪が積もる（写真）。

丹生川町の概況2

写真　大雪のなかの往診

図２　在宅ケアを支える体制－高山市丹生川地域（平成２０年４月現在）
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そのなかに高山市福祉サービス公社丹生川が担うデ

イサービスおよびケアプラン作成部門がある。同じ

く高山市社会福祉協議会丹生川支部が事務所を構え

ている。診療所の裏には特別養護老人ホーム丹生川

苑がある。村役場は現在、高山市役所丹生川支所と

して歩いて 5分のところにある。隣接する旧高山市

内には 2つの急性期病院があり、訪問看護ステーシ

ョンが複数あり、ヘルパー派遣業者があり、老人保

健施設が多数ある。しかし、飛騨地域には緩和ケア

病棟はまだない。

10年の間に病気による在宅での死亡者は157人で

あった。その年度別人数を図3 に示す。これを 3つ

の期間（平成 9年度～12年度、13年度～15年度、16

年度～18年度）に分けると図4 のようになる。その

なかでがん患者さんの占める割合は図5 のように確

実に増えている。

157人の在宅看取り患者の疾患の内訳は図6 のと

おりであった。在宅緩和ケアの対象はがん患者だけ

ではなく、すべての治らない患者のためのケアだと

考えている。

図7 は丹生川地域全体で亡くなった人のうち在宅

丹生川診療所の職員構成は医師 1人、看護師 4人、

パート看護師 1人、事務 2人、理学療法士（パート）

1人である。このメンバーで、外来、往診、訪問診

療、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハ

ビリテーションを行っている。

すぐ隣に、高山市総合福祉センター丹生川があり、
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緩和ケアを支える体制（図2 ）3

在宅緩和ケア１０年のまとめ4



での死亡者（すなわち、丹生川診療所で看取った人）

の割合の年次推移である。10年間の平均は約 3分の

1（33％）であった。（平成17年 2月に合併して新・

高山市となったため、平成18年度のデータはとれな

かった。）

こうしたなかで、①丹生川診療所の在宅ケア・緩

和ケアの現状を客観的に知る、②その活動の成果と

到達点を明らかにして今後の活動に生かす、③取り

13

組みのなかで職員間の意思疎通を強化する――を目

的として、平成12年から死後訪問を始めた。

対象は、比較的長く関わった患者で、かつ深く関

わった患者のなかから、職員で相談して訪問する遺

族を決めた。全部で49遺族を訪問した。遺族訪問を

実施した者の病名はがん22人、肺炎10人、老衰 5人、

脳梗塞 4人、その他 8人であった。

訪問の時期は亡くなってから約 1か月後の忌明け

のころに、事前に訪問の趣旨と聞きたい内容を手紙

で渡し、電話で訪問してもよいかどうかの確認をし

てから出かけた。訪問したのは看護師。直接、自宅

図５　看取り患者中がん患者の割合
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図６　在宅看取り疾患の内訳
（平成９年４月～平成１９年３月の１０年間）

老　衰
25％

その他
12％

肺　炎
15％

脳卒中
15％

が　ん
20％

心臓病
13％

病死　157人

60

50

40

30

20

10

0
平成9 年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

図７　在宅看取りの割合（１０年間の平均は３３％）

（％）

？

死後訪問の開始5



を訪問しフリートークでいろいろな話をするなかで

聞きたいことを聞き出していくという方法をとった。

死後訪問ののち、訪問した看護師が要点をまとめ

てカンファレンスで発表し、職員間で話し合った。

遺族の話と職員同士で話し合った内容を項目別に整

理して一覧表にし、到達点と課題を明らかにした。

項目とは、

①家族からみた患者さんについて、痛みは抑えられ

ていたと思うかなど

②介護した家族自身のことについて、どんなことが

不安だったかなど

③患者さんと過ごしたなかで一番心に残ったことは

何か、思い出深いことなど

④「自宅で看取るために、家族の方に知っておいて

欲しいこと」（お別れが近づいてきたサインが10項

目にわたり説明してある文書。表）を渡されて説

明を受けた時の気持ち　はどうであったか

などである。

14

①出発点である「患者さんはどうしたいのか」を確

認することがなんといっても重要　

②最初の時点で十分な情報を患者・家族にわかるよ

うに伝え、患者を交えて検討することが望ましい

③往診や訪問診療・訪問看護も必要に応じていつで

も行きますよということを伝え、安心感を持って

もらうことが大切

④わらないこと、訊きたいことがあったらどんなこ

とでも、いつでも聞いてくださいと伝えておくこ

とで安心感を得られる

⑤必要な訪問サービスはどんどん利用し、職種間で

情報を共有していくことが重要　

⑥医療者の尺度ではなく、本人の思いを「聴く」と

いうことの訓練が必要　

⑦患者さんに介入するには、その人の生活史全体を

在宅ケア・死後訪問で学んだこと6

あなたの愛するご家族に、いよいよお別れが近づいてきたというサインを知ることはとても辛いことですが、患者さんに

これから起きる身体の変化を具体的に知っておくと、あらためて、いま現在の状態を見つめることができると思いますし、

それらが起きたときに適切な対処ができるように準備しておけます。そして、ご家族の方がいましかできないことを患者さ

んにしてあげて、残された時を患者さんとともに大切に過ごすことができればと思っています。

以下の症状はすべてが一度に起こることではありません。起きないこともあります。大切なのは、ほとんどの変化が死に

至る自然な経過であり、ご本人にとっても苦痛なことではないということです。

ご心配なことがあればいつでも医師や看護師にお尋ねください。

【お別れが近づいてきたサイン】

①　声をかけると返事をするが、眠っていることが多くなる（耳は聞こえていることが多い）

②　聞こえにくく、見えにくくなる。聴力は最後まで残ります

③　食べられなくなり、水分も徐々に飲めなくなる（唇をぬらしてあげるといい）

④　時間や場所、知っているはずの人がわからなくなることもある。混乱した精神状態が見られることがある（安心できる

ように手を握り話す）

⑤　尿失禁や便失禁をする（茶褐色～暗黒色の泥状の便）

⑥　尿が減り、出なくなる

⑦　唇が乾き、分泌物が口の中にたまって、ゴロゴロした呼吸になる

⑧　手足が冷たくなり、赤紫色になる

⑨　呼吸が不規則になる、ときには15秒くらい止まることもある

⑩　体温が下がって上がらない

文責　土川権三郎

表 「自宅で看病するために、家族の方に知っておいてほしいこと」（抜粋）



つかむ努力が必要。そしてその情報の共有が大切　

⑧苦痛の除去をしなければ何ごとも始まらない。苦

痛の除去の方法を身につけておく必要がある

⑨本人への真実の告げ方、家族への真実の告げ方を

学ぶ必要がある

⑩希望を奪ってしまわないで、真実を伝える訓練が

必要

⑪患者本人だけとで話を進めない、家族とだけでケ

アのしかたを相談しない

⑫患者と家族がいっしょに闘病できるように、みん

なが理解して進めるように支援することが大切　

⑬家族の死が迫っているということを受け入れても

らう準備はしたほうがよいが、ワンパターンはダ

メ、家族の状況に合わせた情報提供をする　

⑭死後訪問は単に医療者のためだけではなく、選択

の良し悪しに悩む家族に対する支持も含めたグリ

ーフ・ケアの意味を持っている

⑮在宅ケアを受けている本人・家族が不安になると

きは以下のときであるとわかっている。時期を逸せ

ず、早め早めに不安を解消していくことが大切

ア．療養場所が自宅に決まるとき

15

イ．身体の状態が悪化するとき

ａ．自立生活可能から介助が必要となる時期

ｂ．介護が必要になった状態からベッド上生活

へ移行する時期

ｃ．ベッド上生活になったとき

ウ．看取りのとき（最後の 1～ 2週間）

⑯医療の目的は、人が幸せになること

ア．ホスピスケア・緩和ケアは特別なものではな

い、本来の医療のあり方である

イ．人が病気になったその時から、人間の全人的

ケア＝ホスピスケア・緩和ケアは始まっている

これらはその多くが、上手く行かなかった症例か

ら学んだものである。そして上手くいった症例がそ

の後のがんばる力になることも実感した。いままで

も、そしてこれからも、これら一つひとつの事柄を

肝に銘じて、そのつど振り返りながら在宅緩和ケア

を実践していきたい。

おわりに7



はじめに
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坂下病院は岐阜県南東部にあり、すぐ隣が長野県

である。当院周辺には開業医はほとんどなく、岐阜

県、長野県（木曽地区）両県にまたがって地域の患

者を守っている。

医療過疎のため、地域には、高血糖を未治療のま

ま長年放置していたり、病院に血糖コントロールで

受診しているのだが、食事療法や運動療法が確実に

実行できていない患者が多く存在する。

そのため、糖尿病を発症後の血糖コントロール不

良や、未治療のまま放置したことにより脳梗塞を発

症し、後遺症で麻痺が残るケースは少なくない。こ

のような障害患者では、内服薬による血糖コントロ

ールが困難なため、インスリンを導入または継続し

たいと主治医が希望することがある。しかし、患者

が実際にインスリン自己注射を行うには、片麻痺の

ため片手での操作となり、インスリン導入や継続が

困難な場合が多い。さらに、インスリン使用患者は

高齢者が多く、確実なインスリン手技の維持も困難

である。

そこで、患者のインスリン自己注射の手助けとし

て、インスリン補助器具を考案した。現在までにイ

ノレット補助器具（助っ人君）を用いてインスリン

自己注射導入を行い、成功した事例を報告する。

下記に当院におけるインスリン使用患者の内訳を

示す。（2008年調査）

男性53％、女性47％

20歳～59歳 19％

60歳～69歳 24％

70歳～79歳 39％

80歳～89歳 17％

90歳以上　 1％

つまり、インスリン使用患者の56.4％が70歳以上

の高齢者である。

突然の脳梗塞発症で、麻痺になった患者の多くは、

絶望し、悲観するだろう。さらにインスリン導入や

継続となると、新たな不安も大きく生じてくる。ま

た、いままで身の回りのことを自分で行っていたが、

片手しか使えない不自由さを目のあたりにし、これ

から先への不安と焦り・苛立ちが生じる。

同居の家族の協力態勢が存在すれば、患者ととも

に指導していける。しかし当院周辺では、独居や、

家族が仕事を持っており、日中家に患者しかいない

場合が多く家族の協力が得られないことが多い。こ

優 　 秀

補助器具を用いたイノレットによる
片麻痺患者へのインスリン導入

1 インスリン使用患者の状況2

岐阜県・中津川市国保坂下病院

○西尾　晃・荻野　晃・清水幸一・窪田　真

高山哲夫・酒井雄三・伊藤晴規

患者の目線に立って3



のような場合、患者本人がインスリン自己注射を行

うことが可能になれば、それが大きな自信につなが

り、今後、前向きな心で糖尿病治療と向き合ってい

けるであろう。

現状をなんとかしたいと思い、片麻痺障害患者の

ベッドサイドに何度も足を運び、患者とコミュニケ

ーションをとるなかで、患者の不安を傾聴し、障害

を理解し、片麻痺があってもインスリン自己注射の

導入や継続ができる方法をともに考えていった。患

者の動作を見て、片手が不自由であることで、どこ

までのことができるか、何ができないか、どうすれ

ばできるか。私たち健常者では気づけなかった点を、

ベッドサイドにおいて患者から多くを学ぶことがで

きた。

1 ．デバイスの選択　

片手での操作がしやすいもの（針の脱着・単位設

定・高単位時の注入ボタンのストロークが短いもの

・注入ボタンを押す力ができるだけ少なくてよいも

の・握力が弱くても片手で固定しやすいもの）。

2 ．補助器具の材料の選択

簡単に作成できるもので、アレンジしやすいもの

（患者個々で手の大きさが違う・右麻痺左麻痺の対

応・携帯性・コスト・針の脱着）。

以上 1および 2については、デバイスはノボノル

ディスク社のイノレットを選択した。また補助器具

の材料として「ポリエチレン系型取剤」（ホームセン

ターで購入）を採用。この材料は高温（約90度）に

より軟化し常温で硬化し、アレンジも簡単であり修

理も簡単にできる。

補助器具は患者個々に合わせて作成しようと思い、

患者がインスリン注射を行う際、困難となる問題点

を一つひとつベッドサイドにて患者といっしょに見

つけていった。
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●患者から学んだ、インスリン自己注射において補

助が必要であると考えられる事項

Ａ．ペンニードルの保護シールを剥がす

Ｂ．ペンニードルの脱着

Ｃ．イノレットの固定（滑らない工夫）

Ｄ．単位合わせ

Ｅ．注射時のイノレットのホールド

●補助器具作成で考えた事項

Ｆ．できるだけデバイスに改良を加えない（手間の

かからないもの）

Ｇ．右麻痺・左麻痺の対応（操作する手が右・左）

Ｈ．携帯性のよいもの

Ｉ．個々に合わせアレンジしやすいもの

Ｊ．修理が簡単にできるもの

Ｋ．患者個々で手の大きさが違うこと

以上Ａ～Ｋまでをできるだけ考え試作品に取りか

かった。ポイントは次のとおりである。

・Ｆについて：補助器具にデバイスをはめ込むもの

にする。

・Ｅ・Ｈ・Ｋについて：できる限りの小型化と個々

の手の大きさに合わせ持ちやすいものにする。

・Ｉ・Ｊについて：材料として「ポリエチレン系型

取剤」を採用することで解決。

・Ａ・Ｇについて：ペンニードルを固定する穴を補

助器具に設定し、操作する手の左右で穴の位置を

左右に移動する。

・Ｂ・Ｃ・Ｄについて：「ポリエチレン系型取剤」

自体に多少粘着性があり、操作時も安定する。

導入に当たって4

問題点と解決方法5

写真１　イノレットと補助器具（助っ人君）



●試作段階での問題点

補助器具を試作し（写真１）、患者に実際に操作し

てもらい、問題点を見つけた。問題点は、Ｂ・Ｃに

ついてであった。片手での操作であり、動かせる手

が利き手の場合であれば問題ないことだが、いまま

であまり細かい作業をしたことがない手、つまり利

き手ではない手での操作まで考慮していなかったこ

とである。

利き手ではない場合に、ペンニードルの脱着時に

力の入れ方が上手く行えない。

補助器具には多少粘着性があり滑らないと思われ

たが、ペンニードルの脱着時に力を入れる方向が悪

く一定しないことから、補助器具が滑って移動して
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しまうために操作が行えなかった。

●改良点

改良点として、写真2 のようにイノレットの注入

ボタン側が低くなるように角度を付けた。このこと

でペンニードルの装着時に上から押し込むように力

を入れることで、力を一定方向に伝えやすく、補助

器具がテーブルなどに押し付けられ滑りを防ぐこと

ができた。

また、ペンニードルを外すとき、ペンニードルを

少し上方へ引っ張れることで操作が容易になった。

操作方法を写真で説明（写真の手は著者のもの。

著者は右利きのため左手で操作を実際に行った。）

イノレットの保護キャップを持ち指で本体を押すよ

具体的な操作方法7

写真２　改良点　 写真３　イノレットの補助器具への装着　

写真４　ペンニードルを補助器具「助っ人君」に設定した穴に装着

写真５　ペンニードル保護シールを剥がす　

角度をつける

イノレットと補助器具
（試作と改良）

6



うにして外し、イノレット本体を補助器具（助っ人

君）に装着する（写真3 ）。

補助器具に開けたペンニードル固定用の穴にペン

ニードルを装着する（写真4 ）。

ペンニードルの保護シールを下方向に引っ張るよ

うにして剥がす（写真5 ）。

イノレットのゴム栓をアルコール綿で清拭し、ペ

ンニードルを上方より押さえ込むようにしてイノレ

ットに装着する（写真6 ）。

ペンニードルの保護キャップを指で少し上方に引

っ張り外す（写真7 ）。

イノレットを平らな台に置き単位設定ダイアルを

回し単位設定を行う（写真省略）。

補助器具装着のまま注射する（写真8 ）。
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注射終了後は写真 6・ 7を逆の手順でペンニード

ルを外す。

以上の操作で、片手でのインスリン自己注射操作

が行えた。

イノレットは他のデバイスより比較的障害患者に

使用しやすいが、補助器具を使用することでさらに

多くの患者に適応できる。

親しみやすいよう、今回、補助器具に「助っ人君」

と名前をつけた。

今回紹介したイノレット補助器具は 7年前に考案

してから現在までに、 5例の片麻痺患者と 1例の片

写真６　ペンニードルをイノレットに装着　 写真７　ペンニードルの保護キャップを外す　

写真８　補助器具「助っ人君」に装着したまま注射を行う　

おわりに8



腕欠損患者に使用した。

指導介入の初めは、いずれの症例も片手での手技

を行うことに不安を覚え、インスリン導入に対して、

またはインスリン治療を継続することに対して難色

を示した。

そこで、あらかじめデモ用に作成しておいたイノ

レット補助器具（助っ人君）を患者の前で実際に操

作しながら指導することにより、片手でのインスリ

ン操作手技に対し安心感を持ってもらえるようにな

った。

患者がインスリン手技指導を受け入れてから、患

者の意見を聞き補助器具を持ちやすい大きさに作成

し、ペンニードル固定用の穴の位置も操作しやすい

方向に設定した。

イノレット補助器具（助っ人君）導入により、不

安を持ち自信を失いかけていた片麻痺患者が自分で

自分のことができる。健常者から見れば当然のこと

だが、この当たり前のことが可能になったことで自
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信を取り戻し治療に対し前向きになった。

私たち医療スタッフが患者の目線から見ることで

思いがけないことがわかることがある。

今回の補助器具作成においても、ペンニードルの

保護シールを剥がす、利き手以外での操作など、患

者から学ぶことが多くあった。指導者はときに自分

自身での思い込みが強くなってしまうことで、患者

の抱えている問題を見落としてしまうことがある。

ときには患者の立場になり同じ目線に立つことで、

より患者個々に合わせた、患者と医療スタッフ間の

距離をなくした、心つながる指導が行えるのではな

いだろうか。

今後の課題であるが、地域医療の一つとして、今

回の発表内容をさらに多くの地域患者に向けて、年

々高齢化して行くインスリン使用患者のインスリン

療法（自己注射）を安全に維持していくために、サ

ポートできる方法を考えていきたい。



【Key words】 特定健診・保健指導、メタボリック

シンドローム、歯周病

平成20年度より、医療保険者に健診、その後の事

後処置としての保健指導を義務化する特定健診・保

健指導が始まった。健診・保健指導にメタボリック

シンドロームの概念を導入し、糖尿病等の生活習慣

病有病者・予備群25％の削減を目標として設定して

いる。市町村は国民健康保険の医療保険者であり、

そこに勤務する担当職員は国保被保険者に対して健

診・保健指導を実施することによって、被保険者の

生活習慣病を予防する義務がある。また、われわれ

国民健康保険直営診療施設も、国保保険者の一員で

あるので、この特定健診・保健指導に関わるのは当

はじめに
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然と考えられる。

メタボリックシンドロームと歯や口腔の健康は関

連が深く、早食いは肥満の危険因子であり 1～ 4）、よ

く噛むことは肥満予防につながると言われている 5）。

また、歯周病は糖尿病の合併症のひとつであり、逆

に、歯周病由来のサイトカインがインスリン抵抗性

を惹起させ、糖尿病を悪化させることが報告されて

いる 6）が、特定健診のなかで国が示す標準的な質問

票や検査には歯科項目は含まれていない。

一方、香川県では医療費分析において、全年齢層

において歯科医療費は上位に位置する結果が得られ

ており 7）、また、小豆島町における特定健診・特定

保健指導モデル事業において、女性では「何でも噛

んで食べられない者」は腹囲が 2 cm大きかった 8）

ことなどより、医療費適正化の観点も含め国保の質

問票に歯科 7項目を追加することになった（表1 ）。

優 　 秀

特定健診・特定保健指導における
歯科からのアプローチの必要性

～観音寺市ヘルスアップ事業における歯科指導の試み～

1

香川県・三豊総合病院

○木村年秀・増田芳彦・成行稔子・戸田知美・中津守人・

藤原友子・合田耕三・茨木洋子・大江美樹

表１　特定健診質問票における「歯について」問診項目

1 ．何でも噛んで食べられる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい・いいえ

2 ．歯磨き時に歯ぐきから血が出ることがある　　　　　　　　　　　　　　　　　はい・いいえ

3 ．歯ぐきが腫れることがある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい・いいえ

4 ．歯がぐらぐらする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい・いいえ

5 ．デンタルフロスや歯間ブラシを使って歯と歯のすき間もきれいにしている　　　はい・いいえ

6 ．フッ素入り歯磨き剤を使っている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい・いいえ

7 ．定期的（年に1 回以上）に検診や予防のために歯科医院を受診している　　　　はい・いいえ

保健指導における学習教材集【歯周病．噛む・歯の健康】より

香川県特定健診・保健指導モデル事業推進検討会



そして、平成19年度に当院では、観音寺市と協力

して国保被保険者を対象に特定健診・保健指導の試

行的事業である国保ヘルスアップ事業を実施し、歯

科も検査や集団指導、個別指導などに関与すること

ができた。そこで、本研究では、観音寺市国保ヘル

スアップ事業における歯科の関わり方や歯科介入の

効果について報告する。

研究の目的は、国保ヘルスアップ事業における歯

科介入の効果を分析し、メタボリックシンドローム

対策として歯科関与の必要性を検討することである。

対象は、観音寺市国保被保険者のうち、平成18年

度基本健診と国保人間ドック受診者の健診データよ

り抽出した支援該当者468名のうち、事業案内を送

付して参加申し込みがあった57名とした。事業実施

スタッフは当院の医師、保健師、管理栄養士、看護

師、臨床検査技師、歯科医師、歯科衛生士、観音寺

市の保健師、管理栄養士、国保担当事務職員等で、

事業の実施会場は三豊総合病院の健康管理センター
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とした。

観音寺市国保ヘルスアップ事業の実施フローは表

2 のとおりであり、表の右側に歯科の介入部分を示

している。健診は質問票として特定健診の22項目に

加え、歯科 7項目を追加したものを使用した。

血液検査項目は、中性脂肪、LDLコレステロール、

HDLコレステロール、AST、ALT、γ-GT、空腹

時血糖、HbA1c、身体測定は、身長、体重、BMI、

腹囲、最高血圧、最低血圧とした。

支援内容は、積極的支援群に対しては、グループ

支援 1回、個別支援 3回、電話による支援を 2回と

し、動機づけ支援群に対してはグループ支援 1回の

みであった。その他、筋トレ、ウォーキング、料理

教室など観音寺市が行っている健康教室をフリーコ

ースと位置づけ、対象者全員に参加案内をした。

歯科の介入は、全員に対して「歯の健康とメタボ

リックシンドローム」についての講義、唾液検査＊、

ガムによる咬合力検査＊＊を、歯科フリーコースを希

望した29名については、歯科医師による口腔内診査、

歯科衛生士によるブラッシング指導などの個別指導

を行った。歯科治療が必要な場合は、記録用紙に必

表２　観音寺市国保ヘルスアップ事業　歯科指導フロー

質問票・問診：22項目
血液検査
身体測定
医師による診察

質問票：　　歯科関連 7 項目追加
唾液検査：　歯周病のスクリーニング
咬合力検査：ガムによる咀嚼能力判定

オリエンテーション
内科医による集団指導　　　　　　　　　　　　　　　 歯科医による集団指導

【積極的支援】 【動気づけ支援】

個別支援3 回
グループ支援1 回
電話2 回

グループ支援
健診結果説明
目標設定

歯周病予防でメタボ退治
唾液検査、咬合力結果の説明

口腔内検査
（歯数、う蝕、歯周組織）

ブラッシング指導・歯石除去

30名 27名

57名

フリーコース

・筋肉もりもりメタボ退治
・健康運動機器でメタボ退治
・ウォーキングでメタボ退治
・食べて治してハッピーライフ

血液検査
身体測定
医師による診察

唾液検査：　歯周病のスクリーニング
咬合力検査：ガムによる咀嚼能力判定
口腔内検査

グループ反省会　　グループ発表

内科医による総評　　　　　　　　　　　　　歯科医師による総評

53名

29名

健
　
　
　
診

支
　
　
　
　
　
　
援

再
　
評
　
価

目的および方法2



要な治療内容を記載し、かかりつけ歯科医院を受診

するよう勧めた。約 6 か月後に初回時と同一項目の

再評価を行い、健診データが得られた53名を分析の

対象とした。

＊　唾液検査：ガムを噛むことにより唾液を採取す

る。唾液中のヘモグロビン、乳酸脱水素酵素を測

定することにより、歯周病の罹患状況を推測する

スクリーニング検査。歯周病に罹患すると歯周組

織が破壊され、唾液中に血液や歯周組織破壊産物
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である乳酸脱水素酵素が検出される9）。

＊＊咬合力検査：ピンクと青のガム（咬合力テスト

ガム Oral Care製）を同時に30回および60回噛む

ことを指示する。咀嚼能力に応じた色調の変化で

咀嚼力を判定する。

初診時の身体測定結果と歯科質問回答状況、検査

図１　初診時の身体測定結果と歯科質問回答状況・検査値

何でも噛んで食べられない

歯磨き時の出血

歯ぐきが腫れる

歯がぐらぐらする

歯間ブラシの使用

フッ素歯磨き剤の使用

健診・予防のための定期受診
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図２　咬合力検査および唾液検査におけるLDH値と腹囲
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値を図1 、図2 に示している。初回時の歯科質問項

目の回答状況で、「歯磨き時の出血」は51.9％、「歯

ぐきが腫れる」は42.3％、「歯がぐらぐらする」は

13.5％が該当しており、参加者の半数以上に歯周病

関連の自覚症状がみられた。「歯間ブラシの使用」は

28.8％、「フッ素配合歯磨剤の使用」は46.1％、「健

診・予防のための歯科医院への定期受診」は21.1％

であり、歯の健康に望ましい歯科保健行動は良好と

は言えない状況であった。初回に、「何でも噛んで
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食べられない」と回答した者、咬合力検査で噛めて

いない者、唾液検査で中等度以上の歯周病と判定さ

れた者は、腹囲がそれぞれ4.3cm、4.0cm、3.2cm

大きかった。

初回時と 6か月後の再評価時との身体計測、血液

検査値の変化を表3 に示している。積極的支援群で

は、LDLコレステロール、空腹時血糖、HbA1c以

外のすべての検査項目で改善がみられたが、動機づ

け支援群では有意な改善がみられたのは拡張期血圧、

表３　アウトカム評価（支援形態別、検査値等の変化）
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γ-GT、腹囲のみであった。両群とも、LDLコレス

テロールは悪化していた。表4 には歯科フリーコー

ス参加の有無による検査値等の変化量および変化率

を示した。

歯科指導参加群は、腹囲、HbA1cが、不参加群

に比べ、有意差はないものの、より改善している傾
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向がみられた。とくに動機づけ支援群では、歯科参

加群で腹囲、体重の改善がより大きく、HbA1cは

積極的支援群において、歯科参加群で改善が大きか

った（図3 ）。支援前後の口腔内状況等の変化につい

ては、咬合力、歯周疾患進行度（CPI；Community

Periodontal Index, WHO）ともに改善がみられた

表４　歯科指導参加の有無による検査値等の変化量・変化率
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9.00

0.766
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図３　歯科指導の有無による支援前後の腹囲・体重・HbA1cの変化（改善）
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（図4 ）。

香川県では、平成20年度から始まった特定健診・

保健指導において、国保の質問票に歯科項目が追加

された。過去の医療費分析の結果、歯科医療費が全

年齢層をとおして上位にランクしていたこと、残存

歯が少ない者、歯周病が進行している者は総医療費、

糖尿病医療費、高血圧疾患医療費が高いこと10・11）な

どより、医療費適正化対策としても歯科保健対策が

重要であることを、県、国保連合会、歯科医師会が

いっしょに考えていく基盤ができていたということ

が大きな要因であったと思われる。

今回、観音寺市国保ヘルスアップ事業参加者に対

する歯科質問項目の回答状況においても、半数以上

に歯磨き時の歯肉出血など歯周病の自覚症状がみら

れた。また、歯周病予防に効果的とされている歯間

部清掃用具の使用などの歯科保健行動は不十分であ

り、特定保健指導対象者に対して、歯科的な支援を

実施する必要性が確認された。さらに、咀嚼が不十

分である者、歯周病が進行していると思われる者は

腹囲が大きいことより、メタボリックシンドローム

対策としても歯科の介入が必要であることが示唆さ
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れた。

支援後の再評価では、歯科フリーコースとして設

定した「歯周病予防でメタボ退治コース」参加者で

は、咬合力や歯周病進行度の改善がみられ、動機づ

け支援群においては、不参加群より体重、腹囲がよ

り改善している傾向がみられた。歯科保健指導の介

入効果にあわせて、歯科指導時に運動、食事の状況

を聞き取りしたことで、再度、動機づけができた可

能性がある。HbA1cにおいては、積極的支援群の

うち歯科指導群のみにやや改善がみられた。積極的

支援群では動機づけ支援群より、初回時のHbA1c

の値が高く、ブラッシング指導や歯石除去を受けた

ことで歯周病が改善し、歯周病由来の炎症性サイト

カインが減少したのかもしれない。

特定保健指導では積極的支援で180ポイント以上

の支援ポイントとされているが、ギリギリのポイン

トでは成果を上げることは困難であると思われる。

今回のヘルスアップ事業では、積極的支援で400ポ

イント以上の支援を行ったが、さらに「チューブ体

操」、「ウォーキング」や「食事をもっと頑張るコー

ス」などのフリーコース、デジタル体重計、歩数計

の貸し出しなどを上手く組み合わせたことで、一定

の効果が得られたのではないかと考えられる。国保

ヘルスアップ事業では、事業全体のなかで、歯科も

図４　支援前後の口腔状況（咬合力テストおよび歯周疾患進行度の変化）
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携わるスタッフの一員として、事業の計画、結果の

分析、評価など事業全体に関わりを持ったことで、

むしろ歯科は当然関与する分野であると他のスタッ

フに認識されたと思われる。今回の取り組みのよう

に、歯科もフリーコースのひとつとして介入してい

けば、さらに大きな成果が期待できる。

また、支援終了後や中断者へのフォロー体制、保

健指導の対象からは外れる受診中・受診勧奨の人へ

の対応が課題である。糖尿病と歯周病は関連が深い

ことより、糖尿病など既に治療をしている人への歯

科的な介入方法を検討する必要がある。

香川県では、特定健診後のフォロー体制として平

成20年度より歯科保健対策事業が創設された。対象

者は特定保健指導の積極的支援、または動機づけ支

援の対象者、または質問票の「歯について」におい

て歯科保健指導を必要とする者となっている。国保

医療保険者である市町と歯科医師、歯科衛生士が連

携を取って事業を展開していくことになり、平成20

年度は 4市町がこの事業を実施した。今後も、フォ

ロー体制を確立した一貫性のある取り組みとして、

有効な事業としていかなければならない。

以上、特定健診・保健指導の試行的事業である国

保ヘルスアップ事業において、歯科が介入し個別指

導等を実施した結果、咀嚼機能や歯周病の状況とメ

タボリックシンドロームは関連があることが示され、

さらに、保健指導に咀嚼法（肥満症治療ガイドライ

ン2006）や歯周病に対する指導を組み合わせること

で、一定の効果が得られる可能性が示された。

最後に、本事業に当院といっしょに取り組んでい

ただいた観音寺市保健センターのスタッフの皆様に

深く感謝する。
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咀嚼や嚥下機能の低下した患者には「きざみ食」

や「ミキサー食」といった形態のおかずを提供して

いるが、はたしてこれらの形態は患者にとって本当

に食べやすいものなのだろうか？

私たち食事を提供する調理側や、食べさせる介助

側にとって都合のよい形態となっていないか？

そこで、咀嚼・嚥下困難患者にとって　安心・安

全でおいしく〔食べられる〕食事の提供をめざし、

当院の介護・嚥下食を再度検討したので、ここに報

告する。

岐阜県の北の玄関口となる飛騨市は、平成16年 2

月に、旧古川町、旧河合村、旧宮川村、旧神岡町の

2町 2村が合併し誕生した（図1 ）。市の面積の90％

以上を山林が占め、緑豊かな自然と、おいしい水に

恵まれている。

人口は 2万8,047人で、そのうち65歳以上が31.9％

（平成20年 6月）と、高齢化が進んでいる。

当院は、「スーパーカミオカンデ」をはじめとす

る最先端の宇宙科学研究施設で知られる神岡町にあ

り、施設名は町村合併により「国保神岡町病院」か

ら「国保飛騨市民病院」に改称した。平成20年 4月

に一般病院からケアミックス形病院へ転換した。現

在、一般病床58床、療養病床33床、合計91床、11診

療科の体制で運営している（写真1 ）。

まず、主食である粥の検討を行った。

患者の食事状況の確認をしているときに、これま

で安全だと思っていた粥が、食べている途中で、患

者自身の唾液により分解されシャバシャバとなり、

実は嚥下困難患者にとって危険なものになっている

ことに気がついた。

優 　 秀

咀嚼・嚥下困難患者への取り組み

1

当院の概要2

岐阜県・国保飛騨市民病院

○松原美由紀・野林瑞希・若田博子・松田都子・蒔田真理子

図１　飛騨市の位置

実施までの経過3



そこで、平成18年度より酵素粥を導入した。酵素

粥とは、粥を一度酵素によって分解し、再度、増粘

剤でとろみをつけたもので、これによって、食べて

いるときの唾液によるでんぷんの分解がなくなり、

安定した状態の粥（酵素粥）が提供できた。

さらに19年度には、脱きざみ食をめざし、副食の

形態である「きざみ食」や「ミキサー食」について

行った行った（写真2 ）。

当院で提供している「きざみ食」と「ミキサー食」

の現状を知るため、栄養科で毎食、検食を行った。

検食方法は、噛まずに舌で押しつぶし、飲み込みの
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状況や、それらの見た目や食感、味などを確認、毎

日のミーティングでその内容を検討し記録をとった。

次に、病院職員の意識を変えるために、病院の食

事指示から「きざみ」や「ミキサー」の副食指示の

コメントをなくした。そしてそれらの名称を「きざ

み食」は「介護食」、「ミキサー食」は「嚥下食」と

し、職員の意識変化を促した。

実際に毎食、検食をしていると、きざんだだけの

「きざみ食」は口のなかでばらけて、誤嚥しやすく、

かえって危険な状態だとわかった。

ドレッシングや調味料などをかける物は、そのま

実施方法4
検食の結果より5

写真２　一般的なきざみ食やミキサー食

写真３　ドレッシングはクラッシュゼリーに……素材の味を生かして……煮汁は薄めて

写真１　国保飛騨市民病院



30

までは味がきつくなりむせやすくなるため、薄味に

したり見た目のよいクラッシュゼリーのようにして

かけた（写真3 ）。

「介護食」（旧きざみ食）は、食塊形成しやすく飲

み込みがスムーズにいくあんかけや、増粘剤でまと

め食べやすくした。また、同じ食材でも切り方や火

にかける時間などで違う食感となり、食べづらくな

る食材もあった（写真4 ）。

写真４　介護食（旧きざみ食）

写真５　嚥下食は……

一般的なミキサー食

変化をつけて色鮮やかに……

写真６　同じ食材で
介護食（きざみ）と嚥下食（ミキサー）

嚥下食

介護食



「嚥下食」（旧ミキサー食）は、どろどろの状態よ

り、見た目の色彩もよく、形を再現したほうが食欲

がわき、残食が少なくなった（写真５）。

「介護食」と「嚥下食」では、同じ食材でもやわ

らかさのレベルを変えてつくるようにした（写真6 ）。

さらに、行事食は入院患者にとって楽しみの一つで

ある。「介護食」や「嚥下食」であっても、他の患

者と同じように行事食を楽しめるように、土用丑の

日にはうなぎを使用し蒲焼風にしたり、お彼岸には

嚥下食でも〔食べられる〕おはぎをつくり、大変好

評であった（写真7 ）。

栄養科では毎日検討会を行うため、つくり手の意

欲や向上心が向上し、嚥下レベルの統一化ができた。

検討を重ねていくうえで、当院で提供している食

事や市販食品を、『嚥下食ピラミッド』（風人社　タ

ベダス2006年12月号参照）の分類に照らし合わせ考

えていくように心がけた。

この『嚥下食ピラミッド』とは　浜松大学准教授

の金谷節子氏の提唱によるもので、嚥下食の新しい

概念や、嚥下食の共通言語化を進めていくうえで出

てきたものである（図2 ）。

この「嚥下食ピラミッド」を使用することにより、

介護・嚥下食を作る基準がわかりやすくなった。ま
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た、嚥下検査などで使用する食材を、「嚥下食ピラ

ミッド」のレベルに合わせ、つねに統一したもので

テストすることによって、患者の嚥下レベルが明確

になり、提供する食事形態が選びやすくなった。

今後は、きざみやミキサーといった形態から完全

に脱却し「嚥下食ピラミッド」に照らし合わせた嚥

下レベルでの食種分類を進めていきたい。そのため

には、誰がつくっても同じ嚥下レベルになるように、

調理の品質管理（Ｔ・Ｔ管理）が必要となってくる。

調理温度帯と時間の管理（Ｔ・Ｔ管理）、また、増

粘剤の基準化により、統一化された飲み込みやすい

嚥下食をつくれるようにしていかなければならない。

写真７　食事もみんなと同じように

図２　嚥下食ピラミッド

土用丑の日に・・・蒲焼風

お彼岸にはおはぎを……

まとめ6

今後の課題として7



現在、各施設や病院には「きざみ」や「ミキサー」

といった共通の言語はあっても、それらの形態はそ

れぞればらばらで統一性がない。そのため、転院し

たときの最初の食事が、患者にとっての嚥下レベル

と合うものではなく、〔食べれない〕といったこと
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がある。

今後、地域連携を進めていくうえでも、「きざみ」

や「ミキサー」といった形態から脱却し、この「嚥

下食ピラミッド」を使用することによって、患者の

苦痛や不安を少しでも取り除き、入院中だけでなく

退院後、在宅やどの施設に転院しても、患者にとっ

て安心・安全でおいしく〔食べられる〕食事の提供

と提案ができるようにしていかなければならない。

地域連携に向けて8



私たちの病院がある京都府京丹後市は京都府最北

の市で、平成16年 4月、網野、大宮、久美浜、丹後、

峰山、弥栄の 6町が合併して誕生した。日本海に面

した風光明媚な地であるが、府庁所在地の京都市か

ら約150km、鉄道でも自動車でも約 2時間半を要し、

東西35km、南北30kmのなかに約 6万2,000人が暮

らしている（図1 ）。

はじめに
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さて、平成16年度からの新医師臨床研修制度導入

などを機に全国で地域医療の崩壊が叫ばれて久しい

が、京都市から遠く離れた京都府北部もその例外で

はなく、近隣の公的医療機関では医師数の減少が著

明である。しかし、当院は中小のへき地公立病院で

ありながら、平成12年以降の常勤医師数がほぼ一定

数を維持している。

そこで、当院での医師確保およびモチベーション

を持った地域医療の実践について報告および考察を

加えてみたい。

優 　 秀

へき地でも専門性を持った総合医として
～医師としてのモチベーションを維持しながら地域医療を行うには～

1

京都府・京丹後市立久美浜病院

○田儀英昭・横井大祐・瀬尾泰正・山本　康・奥田聖介

図１　京丹後市の位置と久美浜病院の場所



当院は昭和56年、旧久美浜町国保久美浜病院とし

て一般50床で設立された。隣接する兵庫県豊岡市に

は車で約15分の距離にて615床の大総合病院（公立

豊岡病院）が存在する環境であった（現在は移転し

て500床、約25分の距離になった）が旧久美浜町唯

一の病院として、地域包括ケアシステムを設立後の

早い時期から導入し、医療のみならず、地域保健福

祉の拠点として徐々に地域に受け入れられるように

なった 1）。

平成 6年と12年に増床を行い、現在、一般110床、

療養60床で、常勤医師および歯科医師数は17名、う

ち医師は12名である。平成16年 4月、広域合併によ

り名称が京丹後市立久美浜病院となったが形態は国

保直営診療施設である。医療圏は京丹後市西部の旧

久美浜町および旧網野町西部の約 2万人を対象とし

ている。平成12年に現在の規模になってからの常勤

医師構成は（表1 ）に示すとおりで、眼科非常勤化や

小児科、内科の増減などあるものの、ほぼ12～13名

体制を維持している。医師派遣元としては設立当初

より京都府立医科大学および自治医科大学からは京

都府出身者を京都府立医科大学の医局に入局させる

かたちで医師派遣を受けてきた。

私が内科であるため、内科について述べたい。内

科といっても近年は医療の高度化に伴い細分化が進
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行し、臓器別内科（循環器、消化器、呼吸器等）の

専門性を有するのが内科医としてほぼ当たり前のこ

ととなっている。しかし久美浜病院内科の特色とし

て、専門分化していないため守備範囲が広いという

ことがあげられる。これは、専門分化できるほど医

師がいないのが最大の理由ではあるが、それぞれの

医師が、実際は専門性を有しながらも専門のみにこ

だわることなく一人の患者さんを幅広く見ることが

できる、患者さんにとっての大きなメリットだと考

える。

患者さんは一つの臓器疾患のみ罹患するわけでは

ない。臓器別内科であれば、一人の患者さんが高血

圧症なら循環器内科、その人の胃が悪くなれば消化

器内科、糖尿病を発症すれば内分泌代謝内科……と、

疾患別に担当医が何人も生まれることとなってしま

う。でも、主治医は一体誰になるのだろうか？　も

っとも重症の疾患を診ている科？　一番投薬が多い

科？　患者さんも不安だが何人もの担当医がうまく

連携を取れるとは限らない。自分の専門外は無関心

で他者に任せてしまいがちとなり、専門外の疾患を

見過ごす可能性も出てくる。

その点、当院のような「何でも内科」なら一人の

主治医が広く診られることで専門以外もある程度把

握して、自分が解決できるものは自分で、自分の能

力を超えるものは専門医に相談してというように、

見逃しを少なくできるのではないか。また、患者さ

んの背景や歴史を理解した主治医が診ることで、患

者さんの安心にもつながるものと考える。

図2 に 1 例を示すが、 1人の主治医が、消化器内

科、循環器内科、呼吸器内科等内科全般にわたって

当院の特色と取り組み3

表１　久美浜病院の常勤医師数

内　　科

外　　科

整形外科

泌尿器科

小 児 科

眼　　科

平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

5

3

1

1

1

1

5

3

1

1

1

1

5

3

1

1

1

1

5

3

1

1

1

1

5

3

1

1

2

1

6

3

1

1

1

1

6

3

1

1

1

0

6

3

1

1

2

0

5

3

1

1

2

0

合　　計 12 12 12 12 13 13 12 13 12

当院の沿革と概況2



目を配り、可能な限り諸検査、処置も自ら完遂する

ことで患者さんの内科的な問題の見落としを最小限

にするよう努力している。しかし、広く診ることが

できる反面、当院内科医の一人当たりの業務は専門

内科医数人分の業務に相当するくらい過密なものに

なりつつあり、残業もしばしばである。平成16年の

新医師臨床研修制度導入以降、医師不足の続く地域

医療の最前線で、燃え尽きて戦線離脱するおそれを

つねに有していると言えよう。

京都市内から遠く離れた府北部では全国の地域医
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療崩壊と同様に医師逃散が進行し、内科医集団辞職

で全国的に有名となった舞鶴市民病院をはじめとし

て近隣の公立病院では軒並み常勤医師数が減少して

いる（表2 ）。常勤医師が減少しても非常勤医師の応

援で当直や外来はなんとか対応できるが、継続して

入院患者を責任をもって診られるのは常勤医師でし

かなし得ず、常勤医師確保の重要性はきわめて高い。

常勤医師が減ると、残された常勤医師に過重労働が

加わり、疲弊してさらに常勤医師が辞めてしまうと

いう悪循環が全国でしばしば見られている。しかし

図２　内科受診中のある患者さんの１年（例）

Ａさん（78歳男性）：高血圧症、陳旧性心筋梗塞（当院で心臓カテーテル治療施行）、胃潰瘍、

大腸ポリープ切除後、肺気腫症

1 月　内科受診：血液検査

2 月　内科受診：心電図

3 月　内科受診：

4 月　内科受診：血液検査、そろそろ胃カメラ勧めるも農繁期が過ぎてからと・・・

5 月　内科受診：胸部Ｘ線

6 月　田植えも一段落し、胃内視鏡検査、腹部エコー

7 月　内科受診：

8 月　内科受診：血液検査

9 月　心エコー（心筋梗塞後、毎年 1 回定期施行）

10月　内科受診：

11月　大腸内視鏡検査（ポリープ切除後 1 年・・・新たなポリープあり、内視鏡的切除施行）

12月　内科受診：血液検査

・・・下線部の検査、処置は同じ主治医が行う！

表２　京都府北部（丹後地域）公的医療機関の常勤医師数の変化

舞鶴医療センター

（舞鶴市）

舞鶴赤十字病院

（舞鶴市）

府立与謝の海病院

（与謝野町）

京丹後市立弥栄病院

（京丹後市）

京丹後市立久美浜病院

（京丹後市）

病床数

常勤医師数

病床数

常勤医師数

病床数

常勤医師数

病床数

常勤医師数

病床数

常勤医師数

平成１５年 差（平成２０年－１５年）平成２０年

587

52

198

23

259

47

248

17

170

12

550

40

198

17

295

46

200

10

170

12

－37

－12

0

－6
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－1

－48

－7

0

0



当院では、新医師臨床研修制度導入前後の平成12年

と20年を比較すると、常勤医師数は12人のまま変化

していない。

当院の医師たちが燃え尽きずに続けられているの

はなぜか。

当院の常勤医師数維持にはさまざまな理由があげ

られる。給与面は財政力の乏しい自治体の公立病院

であり、残念ながら都会から医師を惹きつける魅力

にはまったくならない。しかし、大きな要素として

地域包括医療・ケアの理解や医師としてのモチベー

ションの維持があげられると考える。医師として向

上し、成長できる環境であれば、へき地であろうと

魅力的ではないか（都会でないと生活がどうしても

ダメな人は別であるが……）。

地域包括医療・ケアについては、地域医療を実践

するなかで、臓器だけを診る医療ではなく、患者さ

んの背景を含めた生活そのものに関わっていくこと

に魅力を感じるかどうかであり、医師の人格による

ところが大きい。そして医師としてのモチベーショ

ンの維持については、当院内科では先進医療につい

ても積極的取り組みを行っており、そのことが地域

医療のレベル向上に貢献するとともに、医師のモチ

ベーション維持や向上にも大いに寄与しているもの

と考えている。専門性の高い医療の例として、たま

たま血管連続撮影装置があったことから心臓カテー

テル治療（PCI）、消化器内視鏡治療（EMR、ESD）、

ポリペクトミーなどにも取り組んでおり、ほとんど
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の内科医師が両分野に携わっている（消化器内科も

循環器内科も同じ医師が診る）ことが特筆できると

考える。

もちろん、専門性の獲得、向上のために表3 に示

すように、より高次専門施設への週 1回の研修、学

会研究会への積極的参加、近隣の大病院との地道な

連携強化（研究会を合同開催など）等に努力してい

る。また、若い医師の、田舎では勉強できない、症

例が少ないなどと考える傾向が近年顕著であること

を考慮し、いままでの研修経験なども生かして学会

専門医資格を取得するとともに、教育の場として学

会研修施設認定を獲得することも、大変困難ではあ

るが少しずつ取り組み、日本循環器学会の研修施設、

日本プライマリ・ケア学会の研修施設群認定、地域

包括ケア認定を受けるに至った。背景には研修施設

での経験が、専門医資格獲得の経験年数にカウント

されるということがあり、田舎で医療をしながらで

も専門医資格の経験になるとアピールできるものと

考える。

しかし、専門性はあくまでバックボーンであり、

一つの専門性を有して医師としての自信をつけたう

えでその他の専門領域も経験し、総合医としての幅

を広げながら成長していくことで、少数の医師でも

地域医療をかなりの部分で支えられるのではないか

と考える。当院では若い医師に対して、心臓カテー

テル検査も消化器内視鏡も呼吸器内視鏡（ブロンコ）

も指導医の指導のもと、すべて経験させるようにし

ている。

また、内科 3名、外科 3名、整形外科 1名の計 7

名が自治医科大学卒業生であり、義務年限後に定着

表３　専門性を高める努力の例

1 ．高次専門医療機関への週1 回の研修（主に府立与謝の海病院［295床］のほか、府立医科大学附属病院［1065床］や市立福

知山市民病院［354床］などへの研修実績あり）

2 ．学会、研究会への積極的参加支援（上限はあるが出張旅費支給）

3 ．近隣の大病院との連携強化（兵庫県・公立豊岡病院心臓血管外科、循環器科、脳神経外科との定期カンファレンスや研

究会共催などで「お互いが顔の見える関係」を築き、いざ、というときのバックアップや相談がしやすい環境づくりを

する）

考　察4



した先輩医師を核として、後輩医師が気安く相談し

ながら総合医として成長しうる環境にある。自治医

科大学卒業生だけでなく、他大学卒業生も各科間の

垣根の低い。患者さん中心の医療環境に魅力を感じ

て、4名が長期勤務しており、医師12名中 7名が 5

年以上継続勤務している。そのことが地域住民にと

って、「顔なじみの先生に診てもらえる」安心感に

つながっているのではないか。

救急患者も一人の医師が全科に対応するが、各専

門科が電話などで気軽にバックアップできる体制を

とっており、当直医師のストレスを極力減らす努力

をしている。その他、一人の医師に業務が集中する

と当然疲弊するため、専門の枠を越えた業務分担に

も協力している。たとえば、訪問診療であれば、ほ

とんどのケースは脳卒中後遺症など内科系の寝たき

り患者さんであり、内科医師だけで対応するにはマ

ンパワーに限界がある。そこで、安定されているケ

ースを中心に、泌尿器科や外科の医師にも訪問に行

ってもらい、内科医師の負担軽減を図っている。

自治医科大学はへき地医療に挺身する医師を養成

する目的の大学であり、昭和47年の設立以来、全国

のへき地医療に大きな役割を果たしてきている。京

都府でも府北部のへき地病院である当院や周辺の京

丹後市立弥栄病院、京丹後市国保直営間人
たいざ

診療所、

同大宮診療所などを中心に卒業生が派遣されてきた。

しかし、派遣された卒業生は卒後 9年間の義務年限

が過ぎると当地に引き続いて残るケースは少なく、

自治医科大学卒業生義務年限終了後のへき地での勤

務率が全国的には約30％とされている 2）が、京都府

においては約22％と、全国平均を下回っている。原

因はへき地性や、日本海側気候、専門医指向などさ

まざまあると考えられるが、残りたくなる魅力に乏

しいのが一番ではないだろうか。

私自身、自治医科大学の平成 8年卒業生であり、

平成12年、当院に派遣されたときは、医局人事の前

任地で循環器科勤務を経験できたことから心臓カテ
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ーテルなどに興味を持つものの、他の内科に関して

の知識は薄く、義務年限後もへき地に勤務しようと

は考えていなかった。しかし、当院に勤務する先輩

内科医師たちが、内科全般に精通し、へき地でも患

者さんにできる限り最高の医療を提供しようと情熱

を燃やす姿に憧れ、そのうしろをついて行くうちに、

患者さんから「先生ならなんでも相談して診てもら

える、ありがとう」と感謝されたとき、地域医療の

醍醐味に初めて気づいた。前任地で勉強した心臓カ

テーテルをへき地で活かせたことも自信となった。

こういう経験を繰り返すうちに、いつしか義務年限

は過ぎ、卒後14年目となっている。

私たちは上述したようなさまざまな工夫を講じて、

地域医療のおもしろさ、魅力を発信し、医師が疲弊

しないようにお互い支えていく仲間づくりが大切だ

と考えている。義務年限で定期的に自治医科大学卒

業生が派遣されては去っていくのに安住していては

（この派遣とて医療情勢によっては、続くとは限ら

ないだろう）、医療の継続性はある程度保たれても、

患者さんとの信頼の構築という点で不完全と考える。

情熱を持った核となる医師を中心として、義務年限

が終了しても地域に残る医師を少しでも増やしてい

くことが必要である。

隣の兵庫県などでも始められている 3）が、今後卒

業が見込まれる京都府立医科大学の地域枠卒業生、

また、一般医師のなかで地域医療をやりたいという

人たちもいっしょに、地域で患者さんを総合的に診

られる医師を育てていくシステムを成功させるには、

地域にいるモチベーションの高い医師の存在が不可

欠と考える。

①　医師不足が深刻ななか、へき地の病院では医師

のモチベーション維持させる工夫がないと常勤医

師が集まらないし、残らない（非常勤の寄せ集め

では外来には対応できても入院を責任もって診ら

れない）。

②　へき地でも専門性を持って、自信をつけたうえ

まとめ5

結　語6



で総合医として学び育てる環境をつくることで、

長期に地域医療に携わるモチベーションの高い医

師を確保しうると考える。

＜参考文献＞

1）赤木重典：大病院に近接する中小規模国保直診病院
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の在り方，第 3回全国国保地域医療学会優秀研究論文
集，15-17，1998．
2）自治医科大学地域医療推進課：自治医科大学医学部
卒業生の現状　平成20年 7月 1日現在，p. 21，2008．
3）北兵庫病院群総合医プログラム
http://sites.google.com/site/nhgppgm/



香川県中西讃地域でシームレスケア研究会を平成

17年11月に開始した。研究会の目的は、情報の共有

化と連携、および患者・家族が安心できる連携体制

の確立である。まず脳卒中、大腿骨頸部骨折、嚥下

障害・NSTの 3グループで始めたが、平成19年 1月

から在宅グループを立ち上げ、在宅版地域連携クリ

ティカルパス（以下「在宅パス」）の作成を開始した。

今回、在宅パス作成の考え方、内容・運用方法、課

題について報告する。

地域連携パスは、急性期と回復期病院のやりとり

に重点が置かれることが多い。しかし、香川シーム

レスケア研究会では、設立当初から病院だけの連携

ではなく、在宅を含めた連携を模索することとし、

在宅ケアに関わる医師、保健師、看護師、リハビリ

職、介護支援専門員などに呼びかけて参加を促した。

最初は、脳卒中、大腿骨頸部骨折、嚥下・NSTの各

はじめに

39

グループに加わり、それぞれの地域連携パスの作成

に関わっていた。具体的には、在宅医療やケアの現

場の状況や在宅関係の諸制度について説明したり、

在宅においてどのような情報を必要としているのか

を議論したりしていた。

シームレスケアの意味をそのようなことをとおし

て徐々に理解していくなかで、急性期から回復期、

維持期、在宅という在宅を含めた連携が重要である

と同時に、一方向だけの流れではなく、在宅から再

入院することも想定し、情報が循環するような流れ

をつくってはどうかという意見が出された。医療機

関から在宅への情報が十分伝わっていないことや在

宅での情報は医療機関にとっても有用なものが多い

にもかかわらず十分伝わっていないという問題意識

があった。このようなことから、研究会内に在宅グ

ループを平成19年 1月に立ち上げ、在宅パスの作成

に取りかかった。

しかし、当初は、議論はまったく進まなかった。

内容についてはもちろん、多機関の多職種が関わる

在宅の現場で誰が中心になってどのようにパスを記

載するか、記載者の負担、病院のパスとの関連性、

疾患ごとの在宅パスの違いをどうするかなど課題が

あり、議論をグループ内で繰り返した。

そのようななかで注目したのは介護支援専門員で

あった。介護支援専門員は、利用者、家族の意向・

ニーズを踏まえて、自立をめざし、多職種・多機関

優 　 秀

在宅版地域連携クリティカルパスを作成して
～香川シームレス研究会活動をとおして～

1

○大原昌樹１）・川田昌美１）・津山聖仁１）・木村年秀２）・篠原敦子２）・藤本俊一郎３）

1 ）香川県・綾川町国保陶病院
2 ）香川県・三豊総合病院
3 ）香川労災病院

作成の経緯と考え方2



との調整役を果たし、介護の中心的な存在である。

研修・更新制度もあり、質の高い仕事を行っている。

しかし、医療との連携が不十分ということが指摘さ

れていた。在宅主治医や医療機関に対して敷居が高

いと感じる介護支援専門員が多く、情報のやりとり

も十分ではないことが多い。これを改善する意味で

も、この在宅パスに介護支援専門員が関わることは

有用と考えた。ただ、介護支援専門員は日常の事務

量が膨大で果たしてこれを記載してもらえるのか、

福祉職が基礎職種として多い介護支援専門員に医療

用語が多く出てくる地域連携パスが理解できるのか

などが問題となった。議論のうえ、以下の基本方針

に基づき作成を開始した。

①　主に記載する職種は介護支援専門員とする。

②　全疾患共通シートとする。

③　退院時、医師とともに介護支援専門員にも地域

連携パスが提供され、その情報を共有できる。

④　介護支援専門員のモニタリング用紙と兼用でき

るものとし、業務量を増やさない。

⑤　利用者が入院した際には、医療機関に在宅での

情報をまとめ、提供する。

⑥　評価指標は、地域連携パス全体との調和を図り

つつ介護支援専門員にもできるだけ理解可能なも

のとする。

まず、香川シームレスケア研究会在宅グループで

作成した在宅パスのシートを紹介する。Excelで以

下のシートで構成されている。

①　全体連携図

病院用の地域連携パスと共通シートである。急性

期、回復期、維持期の病院・施設名と入退院年月日

が記載され、連携の流れが一目でわかる図である。

②　在宅経過まとめ表（表1 ）

在宅での療養経過をまとめて、再入院する際に医

療機関に情報提供する書式である。上段は基本情報、

3列の下段左は、在宅開始時、下段中央は、在宅終

了時直前のモニタリング用紙である。これについて
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は、引用ボタンをクリックすれば該当する月のモニ

タリング用紙が引用できる。下段右は在宅のまとめ

であり、在宅開始・終了年月日、在宅経過要約を記

載する。「医療スタッフより」の欄は、在宅での医

療的な注意事項など医療スタッフから聞き取った情

報や助言などを記載する欄である。最後に、「入院

・入所先スタッフへの連絡・申し送り事項」をまと

めて記入する。これらは、いずれも自由記載である。

③　発症後1 年後の評価

病院用パスと共通のシートである。発症後 1年後

の状況を急性期病院が把握しまとめるので、①の全

体連携図の急性期病院に送る。

④　在宅モニタリング用紙（表2 ）

介護支援専門員のモニタリング用紙である。まず、

上段に基本情報を記載する。下段 3列の上半分はす

べて共通で、身体状況、在宅で継続する医療処置お

よび注意事項、ADL動作を記入する。脳卒中や大

腿骨骨折の連携パスとほぼ共通するので、その情報

が得られればそれを転記し、それをもとに在宅開始

時に確認、必要があれば修正すればよい。身体状況

で「歯と口の状態」は、歯科医師が作成した欄であ

る。在宅において口腔ケアは非常に重要であると同

時に注意しないと見逃がしやすいためである。

下半分の項目では、開始時だけにある項目として

家屋状況、福祉機器、家族状況、サービス内容の担

当者名などの欄である。コメント欄は状況をまとめ、

問題点などを記載する。評価項目は、状態の変化を

毎月追うための指標である。病院からの変化や在宅

での状況の変化を追うことができる。理解ができな

い指標は、できれば他の職種（リハビリ職や看護師

等）に確認する。最下段の「チームケア」は、在宅

に関わるメンバー表である。職種と担当者氏名・担

当機関を書きいれる。

3列の中央からは、毎月のモニタリング用紙であ

る。各列間に引用ボタンがあるので、これをクリッ

クすると在宅開始時との共通項目が引用できる。変

化があるものは修正する。開始時と違う項目は、中

央から下にかけての利用者の変化についての「ケア

マネ所見」、「サービスへの満足度」、「プランの実施

内　容3
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状況」、「サービス適正度」の項目である。これは、

神奈川県介護支援専門員協会作成のモニタリング用

紙 1）を参考としている。香川県介護支援専門員協議

会が研修会を開いたこともあり県内居宅介護支援事

業所で広く使われている優れた様式である。各項目

は、基本的な選択肢が選べるようになっている。た

とえば、プラン内容（短期目標）であれば左端をク

リックすると、健康状態に関して20のよく用いられ

るケアプランの短期目標の選択肢が出てくる。この

なかに当てはまるものがあればこれを選び、なけれ

ば自由記載が可能である。

コメント、評価項目、チームケアは同様である。

2か月目以降は、引用ボタンをクリックし前月のデ

ータを引用し、モニタリングを踏まえて修正すれば

よいので、省力化できる。これと同じものが14か月

目までファイルのなかに入っている。15か月目以降

は、シートをコピーすれば、何か月でも用いること

が可能である。

在宅での情報の流れ（図）であるが、在宅主治医に

は、退院時に病院から診療情報提供書と地域連携パ

スが渡される。再入院時には、在宅主治医は病院に

診療情報提供書を送り、情報伝達を行う。
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一方、介護支援専門員は、退院時に病院に出向き

スタッフと情報交換を行い、患者の同意を前提に地

域連携パスを受け取る。そして、この情報とサービ

ス担当者会議等を通しての関係者からの情報をもと

に、在宅パスを記載、毎月のモニタリングを行う。

再入院時には、在宅経過まとめ表を記入して病院に

行き、病院スタッフに情報提供を行う。在宅主治医

の情報は医療情報が中心であり、介護支援専門員の

情報は、身体状況・介護情報や利用者・家族の意向

が中心であり相補的なものである。

また、この在宅パスは、急性期病院からパスが始

まった患者、利用者だけでなく、それ以外の方にも

全員用いればよいと考えている。病院用のパスは疾

患別になっているが、在宅パスは全疾患に活用でき

るものである。ファイルは原本をコピーし、利用者

1人ごと、一連の在宅期間ごとに 1ファイルを用い

る。シートは、前項④のモニタリング用紙を普段使

い、入院時に②の在宅まとめ用紙を用いる。

地域連携の概論、在宅グループを含めた香川シー

ムレスケア研究会の活動内容、すべての地域連携パ

スのExcelファイル、説明書は、『改訂版地域連携ク

リティカルパス』（CD-ROM付）としてまとめられ

て発刊されているので、参照されたい 2）。

課題は、地域全体にこのような考え方を広げてい

くことである。とくに、在宅になると関係する事業

運用方法・課題4

図　在宅パスの流れ

診療情報提供書
病院用連携パス

病院用連携パス

在宅主治医

介護支援専門員

診療情報提供書

在宅版地域連携パス

退　院

継続管理

再入院

モニタリング用紙と兼用可

連　携



所が非常に多く努力が必要である。居宅介護支援事

業所については、香川県介護支援専門員協議会の研

修会や地域包括支援センターと協力して、県内のほ

とんどの市町で説明会を行った。介護支援専門員に

その存在と連携を図る意義は理解してもらったが、

活用となると、まだ、十分とは言えない。医師や他

職種との連携になるとさらに努力が必要である。

しかし、活発に動き出している地域も出てきてい

る。陶病院では、退院時に急性期病院からの地域連

携パスが流れて来ないケースについても、介護支援

専門員に地域連携パスを退院時カンファレンスなど

で伝達する取り組みを始めている。これにより介護

支援専門員に医療情報が的確に伝達できると考えて

いる。また、入院時には、介護支援専門員が在宅パ

スの在宅経過まとめ表に記載してもらいそれをもら

うことによって連携を図り始めている。

平成21年度の介護報酬改定において、居宅介護支

援費で退院・退所加算と医療連携加算が設けられた。

とくに、医療連携加算は、この在宅パスの考え方が

ベースになっている。これと、平成20年度から診療

報酬で評価された退院時共同指導料と合わせて、医
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療機関と在宅との連携についての報酬が整備された。

これらは、連携を推し進めていくうえで後押しにな

るものと考えている。

地域連携パス、在宅パスは、それをとおしてお互

いが顔の見える関係になるためのツールともいえる。

お互いの状況を理解し、適切な情報交換を図るため

に、医療機関と在宅関係者が集まり、同じ目的に向

かって話し合うことがもっとも重要である。

＜参考文献＞

1）NPO法人神奈川県介護支援専門員協会編：ケアマ

ネジメント実践マニュアル（居宅編）．中央法規，東京，

88-91．2005．

2）藤本俊一郎編：改訂版地域連携クリティカルパス．

メディカルレビュー社，東京，2009．

＊第48回全国国保地域医療学会の発表に、平成21年

度介護報酬改定を加え執筆した。

まとめ5
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全国国保地域医療学会開催要綱

（開催目的）

第 1条　国民健康保険制度並びに社団法人全国国民健康保険診療施設協議会（以下「本会」という。）の理念に

則り、国民健康保険診療施設関係者が参集し、地域医療及び地域包括ケアの実践の方途を探究するとともに、

相互理解と研鑽を図ることを目的とする。

（参加者の範囲）

第 2条　国民健康保険診療施設に勤務する全ての職員及び国民健康保険関係者並びに志を同じくするものとす

る。

（学会の名称）

第 3条　学会の名称は、回次数を冠し、全国国保地域医療学会とする。

（主催）

第 4条　全国国保地域医療学会（以下「学会」という。）は、本会及び次の団体が主催する。

（1） 社団法人国民健康保険中央会

（2） 開催都道府県の国民健康保険団体連合会

（3） 開催都道府県の本会支部

（4） その他会長が適当と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、本会及び同項第 1号並びに第 4号に掲げる団体を主催者として開催することを

妨げない。

（協賛及び後援）

第 5条　学会開催にあたっては、関係団体の協賛及び後援を依頼することができる。

（学会長）

第 6条　学会の回次ごとに学会長 1名を置く。

2 学会長は、会長が指名し、理事会に報告する。

3 学会長は、学会開催に関する重要事項について、会長と協議しなければならない。

4 学会長は、役員会に出席し、学会運営の円滑化を図るものとする。

（学会の内容）

第 7条　学会の内容は、研究発表、宿題報告、部会報告、特別講演、パネルディスカッション、シンポジウム、

自由討議及び示説並びに展示会等とする。

第 8条　学会は、別に分科会を設定することができる。

（開催地の選定）

第 9条　学会の開催地については、本会、社団法人国民健康保険中央会及び国保連合会地方協議会が協議のう

え選定する。

（運営委員会）

第10条 学会運営の万全を期するため、各回次ごとに運営委員会を設置する。

2 運営委員会委員の選任については、学会長が管理する。

3 運営委員会は、この要綱の定めるところにより、学会開催要綱及び演題募集要項を決定する。

（事務局）
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第11条 学会の回次ごとに、その事務を担当するため、事務局を置く。

2 前項の事務局は、第 4条第 1項に規定する団体が主催者となるときは同条同項第 2号又は第 3号に、同条

第 2項に規定する団体が主催者となるときは本会に置く。

（経費）

第12条 学会開催に要する経費は、参加者負担金、主催者負担金及びその他の収入金をもってこれに充てる。

（委任）

第13条 この要綱に定めるもののほか、学会開催に関し必要な事項は、会長が定める。

附　則

1 平成元年度以降の学会については、昭和63年度以前からの学会の回次数を継続して冠するものとする。

2 この要綱は、平成元年 4月 1日から施行する。

附　則

この要綱は、平成 8年 2月28日から施行する。
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全国国保地域医療学会優秀研究表彰要綱

（目的）

第 1条　この要綱は、全国国保地域医療学会（以下「学会」という。）における発表のうち、特に優れていると

認められるもの（以下「優秀研究」という。）について会長表彰を行うために必要な事項を定めることを目

的とする。

（表彰）

第 2条　会長は、学会の回次ごとに優秀研究を表彰する。

2 優秀研究は、最優秀 1点、優秀 5点以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、会長は、学会の発展に寄与した研究について特別に表彰することができる。

4 優秀研究は、次に開催される学会において表彰するほか、本会が発行する機関誌等に論文を掲載する。

5 前項の表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

（選出）

第 3条　優秀研究の選出は「優秀研究表彰選出委員会」（以下「委員会」という。）において行う。

2 委員会の構成及び委員の委嘱に関しては会長が別に定める。

3 選出の基準及び手順については委員会において定める。

（実施規定）

第 4条　この要綱の実施について必要な事項は会長が定める。

附　則

1 この要綱は、平成 8年12月 4日から施行する。

2 表彰は第36回学会から適用する。

附　則

1 この要綱は、平成10年 4 月23日から施行する。

2 この要綱は、第37回か学会ら適用する。
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第48回全国国保地域医療学会結果報告書

１．会　　期 平成20年10月17日（金）～18日（土）

２．会　　場 学会場 神奈川県民ホール

神奈川産貿ホール（マリネリア）

ワークピア横浜

交流会会場 ローズホテル横浜

３．参 加 者　　学　会 1,790名（市民公開講座：市民参加者　5220名）

交流会 658名

４．メインテーマ 「地域で暮らし、生きる　地域連携の推進」

～地域包括医療・ケアの更なる拡がりを求めて～

５．学会内容

（1）特別講演

演　　　題：「医療におけるバカの壁とその向こう側」

講　　　師：養老　孟司（東京大学名誉教授）

司　会　者：大宮　東生（神奈川県・前大和市立病院長）

（2）国保直診開設者サミット

テ　ー　マ：「安心して暮らせる　わが市、わが町、わが村」

～医療制度改革、特定健診・特定保健指導の導入を受けて～

司　会　者：藤本　昭夫（大分県・姫島村長）

青沼　孝徳（宮城県・涌谷町町民医療福祉センター長）

助　言　者：榮畑　　潤（厚生労働省大臣官房審議官）

岩 榮（元日本医科大学医療管理学教室主任教授）

発　言　者：北　　良治（北海道・奈井江町長）

青木　　健（神奈川県・真鶴町長）

魚津　龍一（富山県・朝日町長）

高見　　徹（鳥取県・日南町国保日南病院長）

特別発言者：山口　　昇（広島県・公立みつぎ総合病院病院事業管理者）

松田　鈴夫（国際医療福祉大学客員教授）

（3）シンポジウム

テ　ー　マ：「医療崩壊を防ぐために・国保直診の課題」

司　会　者：廣畑　　衛（香川県・三豊総合病院組合保健医療福祉管理者）

㟢



50

押淵　　徹（長崎県・国保平戸市民病院長／国診協副会長）

助　言　者：武田　俊彦（厚生労働省保険局国民健康保険課長）

渡邉　俊介（日本経済新聞社論説委員）

発　言　者：島崎　謙治（政策研究大学院大学教授）

井　眞二（大分県・国東市民病院長）

岡村　謙平（滋賀県国民健康保険団体連合会参与）

菊地　紀夫（千葉県・国保匝瑳市民病院長）

特別発言者：冨永　芳 （滋賀県・公立甲賀病院長）

田　省司（総務省自治財政局地域企業経営企画室長）

（4）市民公開講座

第 1部　国保直診活動の紹介

発　言　者：白川　和豊（香川県・三豊総合病院長）

瀬戸上健二郎（鹿児島県・薩摩川内市下甑手打診療所長）

特別発言者：山口　　昇（広島県・公立みつぎ総合病院病院事業管理者）

司　会　者：鎌田　　實（長野県・諏訪中央病院名誉院長）

第 2部　講　演

演　　　題：「二人三脚で乗り越えた介護の日々～今日も二人で～」

講　　　師：小山　明子（神奈川県・女優）

司　会　者：石山　直巳（神奈川県・平塚市民病院長）

（5）会員宿題報告

演　　　題：「当院における地域包括医療・ケアの取り組み～25年間の歩みとその成果について～」

報　告　者：奥田　聖介（京都府・京丹後市立久美浜病院長）

司　会　者：冨永　芳 （滋賀県・公立甲賀病院長）

（6）研究発表　一般演題 277題（口演発表　153題、ポスター討論　124題）

1）臨　床　　　　　　　　　　　 34題　　　　　 2）看　護　　　　　　　　　　　 54題

3）薬　剤　　　　　　　　　　　　 5題　　　　　 4）臨床検査　　　　　　　　　　 5題

5）放射線　　　　　　　　　　　　 8題　　　　　 6）栄養管理　　　　　　　　　　 18題

7）リハビリ　　　　　　　　　　 17題　　　　　 8）歯科口腔ケア　　　　　　　　 12題

9）ボランティア　　　　　　　　　 10）介　護　　　　　　　　　　　　 5題

11）在宅医療・ケア　　　　　　　 13題　　　　　12）診療施設の運営・管理　　　　 19題

13）行　政　　　　　　　　　　　 14）施設内チーム医療

15）施設間連携　　　　　　　　　　 9題　　　　　16）教　育　　　　　　　　　　　 8題

17）保健事業　　　　　　　　　　 30題　　　　　18）感染防御　　　　　　　　　　 5題

19）安全管理　　　　　　　　　　 12題　　　　　20）ターミナルケア　　　　　　　 13題

21）患者サービス　　　　　　　　　 5題　　　　　22）情報開示・IT    5題

23）医師・看護師の確保　　　　　　　　　　　　　24）その他

籾

德
濵

德
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（7）研究発表　ワークショップ 22題

1）歯科口腔ケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5 題

2）医師臨床研修～「地域保健・医療」研修の現状と問題点～ 5 題

3）地域連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6 題

4）ターミナルケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6 題
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優秀研究選出委員会委員名簿
（平成21年 4月 1 日現在）

委 員 長　　　　福　山　悦　男（総務企画委員会委員長）

副委員長　　　　奥　田　聖　介（総務企画委員会副委員長）

委　　員　　　　小　野　　　剛（総務企画委員会副委員長）

〃　 三　上　恵　只（総務企画委員会委員）

〃　 石　山　直　巳（総務企画委員会委員）

〃　 荻　野　健　次（総務企画委員会委員）

〃　 占　部　秀　徳（総務企画委員会委員）

〃　 白　川　和　豊（総務企画委員会委員）

〃　 井　眞　二（総務企画委員会委員）

〃　 赤　木　重　典（調査運営委員会委員長）

〃　 金　丸　吉　昌（広報情報委員会委員長）

〃　 鎌　田　　　實（地域医療・学術委員会委員長）

〃　 南　　　　　温（歯科保健部会部会長）

〃　 高　山　哲　夫（地域ケア委員会委員長）

〃　 内　海　恵美子（看護・介護部会部会長）

〃　 齋　藤　セツ子（看護・介護部会副部会長）

籾
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全国国保地域医療学会優秀研究表彰
受賞者一覧

第1 回（平成 9 年） ～　第12回（平成20年）

（表彰状及び記念品）

賞　　　状

最優秀・優秀

殿

第○○回全国地域医療学会におけるあなたの研究が最優秀・優秀と認められました。よって、ここに表彰し

ます。

平成○○年○○月○○日

社団法人全国国民健康保険診療施設協議会

会　長　　○　○　○　○

記念品　懐中時計

（表　彰）

●第１回

・発表　第36回全国国保地域医療学会　平成 8年10月　愛媛県松山市

・表彰　第37回全国国保地域医療学会　平成 9年10月　広島県広島市

・演題　研究発表224題　示説12題

・推薦 36題（座長等推薦）

・表彰　優秀 6点

【優　秀】 渡　部　つや子 山形県・小国町立病院

「在宅ケアチームでのケアプランの策定を試みて」

【優　秀】 松　生　　　達 岩手県・新里村国保診療所

「新里村要介護者情報システムの歯科的活用」

【優　秀】 近　藤　龍　雄 長野県・飯田市立病院

「重度脳性小児麻痺児に対する座位保持について」

【優　秀】 奥　野　正　孝 栃木県・自治医科大学地域医療学

「へき地診療所における薬剤の副作用及および服薬状況の実態」

【優　秀】 村　上　元　庸 滋賀県・水口町国保水口市民病院

「大腿骨頸部骨折と骨塩量の関係」
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【優　秀】 高　原　完　祐 愛媛県・新宮村国保診療所

「愛媛県の国保診療施設における在宅ケアの現状と問題点」

●第２回

・発表　第37回全国国保地域医療学会　平成 9年10月　広島県広島市

・表彰　第38回全国国保地域医療学会　平成10年10月　宮崎県宮崎市

・演題　研究発表229題　示説12題

・推薦 37題（座長等推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 5点　特別賞 1点

【最優秀】 今　村　一　美 熊本県・国保龍ヶ岳町立上天草総合病院

「廃品を利用したウォータークッションを利用して」

【優　秀】 塩　田　真　紀 兵庫県・五色町国保五色診療所

「入院前後の生活状況から見た高齢者の看護・ケアの課題」

【優　秀】 藤　岡　智　恵 広島県・公立三次中央病院

「運動機能障害を持つ患者とその家族に対する退院へのアプローチのあり方」

【優　秀】 奥　野　正　孝 栃木県・自治医科大学地域医療学

「複数診療所を複数医師で運営する新しい試み」

【優　秀】 木　村　幸　博 岩手県・国保川井中央診療所

「ゆいとりネットワークのその後〈第３報〉」

【優　秀】 中　田　和　明 兵庫県・村岡町国保兎塚・川会歯科診療所

「『8020の里』づくり－パート 1 母子歯科保健」

【特別賞】 疋　田　善　平 高知県・佐賀町国保拳ノ川診療所

「満足死の会〈第６報〉」

●第３回

・発表　第38回全国国保地域医療学会　平成10年10月　宮崎県宮崎市

・表彰　第39回全国国保地域医療学会　平成11年10月　岐阜県岐阜市

・演題　研究発表234題　示説10題

・推薦 32題（座長等推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 5点

【最優秀】 高　木　宏　明 長野県・組合立諏訪中央病院

「地域ケアにおける感染対策」

【優　秀】 赤　木　重　典 京都府・久美浜町国保久美浜病院

「大病院に近接する中小規模国保直診病院の在り方」

【優　秀】 山　内　香　織 香川県・三豊総合病院

「在宅患者家族への遠隔医療導入の効果」

【優　秀】 大　野　喜美子 岐阜県・和良村老人保健施設

「お蚕様がやってきた」

【優　秀】 馬　場　　　孝 広島県・加計町国保病院
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「老人性痴呆疾患センター業務の一環として行ったホームページを利用した痴呆相談」

【優　秀】 松木薗　和　也 鹿児島県・下甑村国保直営手打診療所

「離島医療と医療情報」

●第４回

・発表　第39回全国国保地域医療学会　平成11年10月　岐阜県岐阜市

・表彰　第40回全国国保地域医療学会　平成12年 9月　東京都千代田区

・演題　研究発表252題　示説10題

・推薦 25題（座長等推薦）

・表彰　優秀 6点

【優　秀】 畑　　　伸　秀 富山県・新湊市民病院

「富山県における自殺背景が病苦等とされた調査検討」

【優　秀】 高　木　宏　明 長野県・組合立諏訪中央病院

「地域のケアシステム構築に向けた当院在宅部門のかかわり」

【優　秀】 木　村　年　秀 全国国民健康保険診療施設協議会歯科保健部会

「在宅要介護高齢者への投薬状況と薬剤の口腔への影響について」

【優　秀】 黒　河　祐　子 富山県・市立砺波総合病院

「服薬指導におけるクリニカルパスの活用」

【優　秀】 佐　竹　　　香 山形県・おぐに訪問看護ステーション

「『口から食べる』ことへの支援」

【優　秀】 小　野　稲　子 宮城県・涌谷町町民医療福祉センター

「思春期からの健康づくりを考える」

●第５回

・発表　第40回全国国保地域医療学会　平成12年 9月　東京都千代田区

・表彰　第41回全国国保地域医療学会　平成13年 9月　青森県青森市

・演題　研究発表225題　示説16題

・推薦 28題（座長等推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 5点

【最優秀】 南　　　友　子 和歌山県・橋本市訪問看護ステーション

「在宅死への鍵」

【優　秀】 三　浦　しげ子 岩手県・藤沢町保健センター

「『やる気のある人を応援する健康教室』を実施して」

【優　秀】 栗　田　睦　子 兵庫県・大屋町国保大屋診療所

「オオヤレポートⅡ　インターネットと訪問看護」

【優　秀】 大　原　昌　樹 香川県・三豊総合病院

「香川県における高齢者在宅介護基盤整備状況の市町村格差〈第 2 報〉」

【優　秀】 能　登　明　子 富山県・黒部市民病院

「外来患者への思いやりのある看護をめざす」
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【優　秀】 児　珠　はつえ 山形県・朝日町立病院

「ルーチンワークとしてのおむつ交換を見直す」

●第６回

・発表　第41回全国国保地域医療学会　平成13年 9月　青森県青森市

・表彰　第42回全国国保地域医療学会　平成14年10月　滋賀県大津市

・演題　研究発表215題　示説21題

・推薦 19題（座長等推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 5点

【最優秀】 日　高　月　枝 広島県・加計町国民健康保険病院

「老人性痴呆病棟での抑制廃止への取り組み」

【優　秀】 鷹　野　和　美 広島県・広島県立保健福祉大学

「訪問調査における『家族参加』に関する一考察」

【優　秀】 太　田　千　絵 岐阜県・坂下町国民健康保険坂下病院

「看護部門における電子カルテシステム活用への取り組み」

【優　秀】 南　　　　　温 岐阜県・和良村国民健康保険歯科総合センター

「村独自の、新しい歯科健診ソフトを開発してみて」

【優　秀】 佐々木　　　学 長野県・泰阜村診療所

「病院死　特養死　そして在宅死」

●第７回

・発表　第42回全国国保地域医療学会　平成14年10月　滋賀県大津市

・表彰　第43回全国国保地域医療学会　平成15年10月　香川県高松市

・演題　研究発表216題　示説19題

・推薦 18題（座長等推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 5点

【最優秀】 小　道　雅　之 兵庫県・五色町健康福祉総合センター暮らしと健康を考える自主組織連絡協議会

「公私協働による健やかな町づくり～住民の自主組織の歩みと活動内容」

【優　秀】 平　野　有希恵 富山県・黒部市民病院

「地域開業医との連携による糖尿病教育入院の現状」

【優　秀】 加　藤　華　子 岩手県・国保藤沢町民病院

「ＶＦの検討～栄養管理室の立場から～」

【優　秀】 安　達　　　稔 大分県・佐賀関町国保病院

「薬剤師の院外活動への参加とその評価」

【優　秀】 竹　内　　　宏 高知県・高知県健康福祉部国保福祉指導課国保老健班

「国保直営診療所の運営を考える～診療報酬の請求事務等について～」

【優　秀】 阿　部　靖　子 山形県・小国町立病院

「ナースがするリハビリ～生活に密着したリハビリテーションの一考察～」

【優　秀】 高　橋　正　夫 北海道・本別町
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「住民と協働した痴呆性高齢者ケアシステムの構築をめざして」

●第８回

・発表　第43回全国国保地域医療学会　平成15年 9 月　香川県高松市

・表彰　第44回全国国保地域医療学会　平成16年10月　福岡県福岡市

・演題　研究発表228題　示説17題

・推薦 26題（座長等推薦）

・表彰　優秀 6点

【優　秀】 丸　山　恵　一 長野県・波田総合病院

「MEセンターにおけるリスクマネージメントへの取り組み」

【優　秀】 加　藤　京　治 岐阜県・和良村介護老人保健施設

「当院における『入所期間』の考察」

【優　秀】 年　徳　裕　美 長崎県・国保平戸市民病院

「当院における地域療育支援体制のあゆみと今後の課題」

【優　秀】 菊　池　真美子 岩手県・国保藤沢町民病院

「摂食・嚥下障害への取り組み」

【優　秀】 原　　　さゆり 岐阜県・坂下町国保坂下病院

「電子カルテ導入に伴う看護業務の変化と意識調査」

【優　秀】 倉　知　　　圓 富山県・公立井波総合病院

「電子カルテにおける診療記録の問題点」

●第９回

・発表　第44回全国国保地域医療学会　平成16年10月　福岡県福岡市

・表彰　第45回全国国保地域医療学会　平成17年 9 月　北海道札幌市

・演題　研究発表246題

・推薦 47題（座長等推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 5点

【最優秀】 平　棟　章　二 広島県・公立みつぎ総合病院

「口腔機能を利用した意思表示装置へのアプローチ」

【優　秀】 竹　内　江津子 兵庫県・五色町国保五色診療所

「五色診療所におけるNST活動」

【優　秀】 阿　部　顕　治 島根県・弥栄村国保診療所

「市町村合併に対応したへき地診療所連合体の展望と課題」

【優　秀】 甲　斐　義　久 熊本県・柏歯科診療所

「『 2 本チャチャチャ、歯磨き茶茶茶』作戦～蘇陽町における歯科保健～」

【優　秀】 土　岐　順　子 長野県・泰阜村社会福祉協議会

「在宅福祉の泰阜が試みた施設的在宅」

【優　秀】 船　越　　　樹 青森県・一部事務組合下北医療センター国保大間病院

「へき地国保医療施設における医学生教育への取り組み～医師臨床研修必修化に向けて～」
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●第１０回

・発表　第45回全国国保地域医療学会　平成17年 9 月　北海道札幌市

・表彰　第46回全国国保地域医療学会　平成18年10月　広島県広島市

・演題　研究発表255題

・推薦 57題（座長推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 5点

【最優秀】 齊　藤　稔　哲 島根県・浜田市国保波佐診療所

「市町村合併に対応したへき地診療所連合体の展望と課題〈第 2 報〉」

【優　秀】 吉　岡　和　晃 北海道・せたな町瀬棚国保医科診療所

「ニコチンパッチの公費助成の試み～瀬棚町のタバコ健康被害対策～」

【優　秀】 藤　森　史　子 鳥取県・江府町福祉保健課

「血清ペプシノゲン法を用いたふるいわけ胃がん検診～中山間地小規模自治体における取

り組み～」

【優　秀】 川　畑　　　智 熊本県・芦北町社会福祉協議会

「熊本県芦北圏域における介護予防への取り組み」

【優　秀】 成　瀬　　　彰 愛知県・一宮市立木曽川市民病院

「透析室における災害対策の取り組み」

【優　秀】 大　石　典　史 長崎県・国保平戸市民病院

「当院における転倒予防事業への関わり〈第 2 報〉」

●第１１回

・発表　第46回全国国保地域医療学会　平成18年10月　広島県広島市

・表彰　第47回全国国保地域医療学会　平成19年10月　石川県金沢市

・演題　研究発表255題

・推薦 45題（座長推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 5点

【最優秀】 藤　原　美　輪 兵庫県・稲美町健康福祉課

「『失敗しないダイエット教室』への挑戦～個別健康支援プログラムの効果～」

【優　秀】 同　道　正　行 京都府・京都医療センター臨床研究センター

「国保ヘルスアップモデル事業：働き盛り世代の生活習慣改善に有効なプログラムの開発」

【優　秀】 戸　田　康　治 岡山県・新見市哲西支局市民福祉課

「新見市哲西地域におけるミニデイサービス事業の成果」

【優　秀】 前　田　千鶴代 兵庫県・洲本市国保五色診療所

「五色診療所における褥瘡対策－『NSTとの連携』と『穴あきラップ療法』の効果」

【優　秀】 小　野　正　人 埼玉県・国保町立小鹿野中央病院

「地域の公的病院が核を担う健康増進システムの構築・運営について－埼玉県・小鹿野町

の試み－」
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●第１２回

・発表　第47回全国国保地域医療学会　平成19年10月　石川県金沢市

・表彰　第48回全国国保地域医療学会　平成20年10月　神奈川県横浜市

・演題　研究発表265題

・推薦 35題（座長推薦）

・表彰　最優秀 1点　優秀 4点

【最優秀】 中　村　伸　一 福井県・おおい町国保名田庄診療所

「無床である名田庄診療所での悪性腫瘍との関わり」

【優　秀】 深　澤　範　子 岩手県・遠野市国保宮守歯科診療所

「パタカラを使用した口腔周囲筋エキササイズとその効果について」

【優　秀】 室　谷　伸　子 広島県・公立みつぎ総合病院

「急性期病棟の抑制によるリスクの軽減をはかる～マニュアル作成と基準の見直し～」

【優　秀】 上　田　智恵子 香川県・内海病院

「在宅で最期を看取る介護者の困難と乗り越えた要因」

【優　秀】 長谷川　照　子 鳥取県・日南町福祉保健課

「地域における自殺対策の取り組み～鳥取県・日南町こころのセーフティネット事業～」
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